
 

 

 

 

 

 

 

 

平塚市まちづくり条例 
【開発事業の手続と整備基準】 

（平成２３年１月１日改正版） 

 

 

 

問い合わせ先 平塚市役所 まちづくり政策部 開発指導課 

       代表電話 ０４６３－２３－１１１１ 内線 ２４３３・２４３２ 

       直通電話 ０４６３－２１－８７８２ 

       ＦＡＸ  ０４６３－２１－９７６９ 

  ホームページ http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/kaichou/index.htm 
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まちづくり条例の目的 

 
 

 

大規模土地取引行為の届出等 

 

●届出の対象● 

 

土地取引面積が５，０００㎡（市街化

調整区域内では３，０００㎡）以上の

土地に関する所有権，地上権若しくは

賃借権又はこれらの権利の取得を目

的とする権利の移転を行う契約を伴

うもの 

○  当 該 契 約 の ６ ヶ 月 前 ま で に 、                                                                                   

土地所有者等は、その内容を市長へ届け出て

もらいます。（提出先：まちづくり政策課） 

 

○ 市長は、必要に応じて平塚市都市計画審

議会の意見を聴いた上で、大規模土地所有者

等に対し、「まちづくり基本計画及び本市の施

策等」に則した土地利用になるよう協議する

ことができます。 

都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、 

誰もが誇りを持ち、安心して住み続けることのできるまちの实現 

 ●まちづくりの基本となる事項 

●身近な地区のまちづくり 

●地域資源をいかしたまちづくりのしくみ 

 ●開発事業に伴う手続き（１ページ以降）及び基

準（１５ページ以降） 

【本パンフレットの説明事項】 
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開発事業の種別と手続 

 

 平塚市まちづくり条例では第１種開発事業から第４種開発事業まで、開発事業の協議対象を４つ

の種別に分けました。また、それぞれの種別について手続の方法を定めました。 

 

○第１種開発事業 

□ア 開発区域の面積が５，０００㎡以上（市街化調整区域では、３，０００㎡以上） 

□イ ６階以上又は高さが１５ｍ以上の建物で、延べ面積が３，０００㎡以上 

□ウ 延べ面積が６，０００㎡以上の建物 

□エ ５０戸以上の共同住宅 

□オ 葬祭場、墓地、ペット霊園、廃棄物処理施設 

 

○第２種開発事業 

□ア 開発区域の面積が３，０００㎡以上５，０００㎡未満（市街化調整区域では、１，０００ 

   ㎡以上３，０００㎡未満） 

□イ ３階以上又は高さが１０ｍ以上の建物で、延べ面積が５００㎡以上３，０００㎡未満 

□ウ 延べ面積が３，０００㎡以上６，０００㎡未満の建物 

□エ 店舗部分の延べ面積が１，０００㎡以上 

□オ ２０戸以上のワンルーム 

 

○第３種開発事業 

□ア 開発区域の面積が５００㎡以上３，０００㎡未満（市街化調整区域では、１，０００㎡未 

   満のものすべて） 

□イ ３階以上又は高さ１０ｍ以上の建物で、延べ面積が５００㎡未満 

□ウ 延べ面積が５００㎡以上３，０００㎡未満の建物 

□エ ６戸以上２０戸未満のワンルーム 

□オ 区画数が５以上の宅地分譲 

□カ 市街化調整区域で開発区域の面積が３，０００㎡以上のスポーツ・レクリエーション施設、 

   資材置場、駐車場の新設又は増設 

 ※ア、イ、ウに関して１棟の戸建住宅は除く 

 

○第４種開発事業 

□建築確認申請書又は計画通知書が必要とするもの（１棟の戸建住宅を除く。）（市街化調整区域 

 で開発許可が必要なものは対象） 

 

・２以上の開発事業の種別に該当するときは、上位の区分に該当します。ただし、第３種開発事業

カに該当したときは、他の開発事業に該当しても、第３種開発事業となります。 

・増築又は改築のときは、開発区域の面積にかかわらず、増築又は改築を行う延べ面積により、開

発事業の種別を判断します。 
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                      提出の翌日から１週間以内に設置・速やかに届出 

                        

                       設置の翌日から２週間以内に開催 

                         

                   開催の翌日から１週間以内に提出 

                     

      説明会開催の翌日から２週間以内に要求 

 

                         

         （期間指定なし） （説明会開催の翌日から１週間以内に説明会報告書提出） 

                                         説明会、再説明会後２週間以内に提出 

                                                                                        

２週間経過後速やかに送付 

                    速やかに提出 

 

                      説明会開催の翌日から２週間経過後 

                   （説明会報告書又は見解書提出後提出） 

                               協議書提出の翌日から２週間 

                                以内に要求                        

          

 （期間指定なし）                           説明会開催の翌日から２週間 

 （説明会開催の翌日から１週間以内に説明会報告書提出）            以内に提出 

                          ２週間経過後速やかに送付 

               

              速やかに提出                        

                        

 

 

                      

                     協議完了後 (説明会開催の翌日から２週間経過後又は見解書提出後） 

 

 

              申請書提出から４週間以内に交付 

  

 

 

 

 

開発事業の手続きの流れ［第１種開発事業・フロー図］ 開発事業の手続きの流れ［第１種開発事業・フロー図］ 

事業者 市 
近隣住民・ 

周辺住民等 

開発基本計画書の提出(第２７条) 

 

) 

意見書の送付（第３３条） 

事前協議通知書の通知（第３４条） 

見解書の提出（第３３条） 

開発許可・建築確認等の法定手続きへ 

開発事業計画板の設置・届出（第２８条） 

） 

開発基本計画に関する説明会の開催（第２８条） 

説明会報告書の提出（第２８条） 

開発事業事前協議書の提出(第３１条) 

近隣住民等への説明会（第３２条） 

事前協議（第３４条） 

開発基準適合承認書・開発事業計画補正通知書の交付(第３７条) 

協定締結（第３８条） 

開発事業申請書等の提出(第３５条) 

意見書の提出（第３３条） 

再説明会の開催要求（第２８条） 

 

説明会の開催要求（第３２条） 

指導・助言（第３０条） 

 

見解書の提出（第２９条） 

意見書の提出（第２９条） 

事前協議（第３４条） 

協定締結（第３８条） 

再説明会の開催（第２８条） 

※網掛けは必須手続 

 

大
規
模
土
地
取
引
行
為
の
届
出

義
務
の
確
認
（
第
２
４
条
） 

意見書の送付（第２９条） 

 

開
発
事
業
指
導
協
議
会
の
開
催 



 

5 

 

 

 

 

 

                提出の翌日から１週間以内に設置  

                          速やかに届出  

         設置の翌日から２週間以内に開催 

 

         開催の翌日から１週間以内に提出 

          

                     

    説明会開催の翌日から２週間以内に要求 

                               

                         

       （期間指定なし） （説明会開催の翌日から１週間以内に説明会報告書提出） 

                         

                説明会開催の翌日から２週間経過後 

               （説明会報告書又は見解書提出後提出） 

 

                              

                          協議書提出の翌日から２週間以内に要求 

               

 （期間指定なし）  

 （説明会開催の翌日から１週間以内に説明会報告書提出）            説明会開催の翌日から 

２週間以内に提出 

                         

                          ２週間経過後速やかに送付 

 

             速やかに提出 

                        

 

 

                協議完了後 (説明会開催の翌日から２週間経過後又は見解書提出後） 

                 

          

         申請書提出から４週間以内に交付 

                         

 

 

 

 

 

開発事業の手続きの流れ［第２種開発事業・フロー図］ 

事業者 市 
近隣住民・ 

周辺住民等 

開発基本計画書の提出(第２７条) 

 

) 

意見書の送付（第３３条） 

事前協議通知書の通知（第３４条） 

見解書の提出（第３３条） 

開発許可・建築確認等の法定手続きへ 

開発事業計画板の設置・届出（第２８条） 

） 

開発基本計画に関する説明会の開催（第２８条） 

説明会報告書の提出（第２８条） 

開発事業事前協議書の提出(第３１条) 

近隣住民等への説明会（第３２条） 

事前協議（第３４条） 

開発基準適合承認書・開発事業計画補正通知書の交付(第３７条) 

協定締結（第３８条） 

開発事業申請書等の提出(第３５条) 

意見書の提出（第３３条） 

再説明会の開催要求（第２８条） 

 

説明会の開催要求（第３２条） 

指導・助言（第３０条） 

 

事前協議（第３４条） 

協定締結（第３８条） 

再説明会の開催（第２８条） 

※網掛けは必須手続 
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 速やかに届出 

                設置の翌日から２週間以内に開催 

                  

          

          

 

        開催の日の翌日から１週間以内に提出 

 

 

               説明会報告書提出後提出 

 

                         （期間指定なし） 

 

 

 

 

                協議完了後提出 

                         

 

         申請書提出から４週間以内に交付 

                         

 

 

 

 

 

 

開発事業の手続きの流れ［第３種開発事業イ、ウ、カ・フロー図］ 

事業者 市 
近隣住民・ 

周辺住民等 

事前協議通知書の通知（第３４条） 

開発許可・建築確認等の法定手続きへ 

開発事業計画板の設置・届出（第２８条） 

） 

近隣住民等への説明会の開催（第３２条） 

説明会報告書の提出（第３２条） 

開発事業事前協議書の提出(第３１条) 

事前協議（第３４条） 

開発基準適合承認書・開発事業計画補正通知書の交付(第３７条) 

協定締結（第３８条） 

開発事業申請書等の提出(第３５条) 

事前協議（第３４条） 

協定締結（第３８条） 

※網掛けは必須手続 
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 速やかに届出 

          

 

                         

        事業計画板を設置した旨の届出後提出 

 

                          （期間指定なし） 

 

 

 

 

 

                協議完了後提出 

                         

          申請書提出から３週間以内に交付 

                        

 

 

 

 

 

 

開発事業の手続きの流れ［第３種開発事業ア、エ、オ・フロー図］ 

事業者 市 
近隣住民・ 

周辺住民等 

事前協議通知書の通知（第３４条） 

開発許可・建築確認等の法定手続きへ 

開発事業計画板の設置・届出（第２８条） 

） 

開発事業事前協議書の提出(第３１条) 

事前協議（第３４条） 

開発基準適合承認書・開発事業計画補正通知書の交付(第３７条) 

協定締結（第３８条） 

開発事業申請書等の提出(第３５条) 

事前協議（第３４条） 

協定締結（第３８条） 

※網掛けは必須手続 
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                         （期間指定なし） 

 

 

 

 

 

                協議完了後提出 

 

         申請書提出から２週間以内に交付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開発事業の手続きの流れ［第４種開発事業・フロー図］ 

事業者 市 
近隣住民・ 

周辺住民等 

事前協議通知書の通知（第３４条） 

開発許可・建築確認等の法定手続きへ 

開発事業事前協議書の提出(第３１条) 

事前協議（第３４条） 

開発基準適合承認書・開発事業計画補正通知書の交付(第３７条) 

開発事業申請書等の提出(第３５条) 

事前協議（第３４条） 

※網掛けは必須手続 
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開発事業規模別手続一覧表 

 第１種 第２種 第３種イ、ウ、カ 第３種ア、エ、オ 第４種 

（開発基本計画書の提出）      

第２７条第１項 開発基本計画書の提出 ● ● × × × 

（開発基本計画の周知等）       
第２８条第１項 開発事業計画板の設置、届出   ● ● × × × 
     第２項 説明会開催  ● ● × × × 
     第３項 説明会報告書の提出  ● ● × × × 
     第５項 再説明会の開催要求  ○ ○ × × × 

     第６項 再説明会開催、説明会報告書提出、説明会報告書縦覧 ○ ○ × × × 
     第７項 読み替え規定（開発事業計画板の設置）   × × ●注１ ●注１ × 

（開発基本計画に関する意見書の提出）        
第２９条第１項 意見書の提出  ○ × × × × 

     第２項 意見書の写しを事業者に送付  ○ × × × × 

     第３項 見解書提出  ○ × × × × 

（事前協議書の提出）         

第３１条第１項 事前協議書の提出     ● ● ● ● ● 

     第２項 指導、助言    ○ ○ ○ ○ ○ 

（近隣住民等への周知）          
第３２条第１項 説明会の開催要求     ○ ○ × × × 

     第２項 説明会開催（第３種イ、ウ、カ）     × × ●注２ × × 
     第３項 説明会開催、説明会報告書提出     ○ ○ × × × 
     第４項 説明会報告書の提出、縦覧     ○ ○ ●注２ × × 

（開発事業に関する意見書の提出）        

第３３条第１項 意見書の提出     ○ ○ × × × 
     第２項 意見書の写しを事業者に送付     ○ ○ × × × 

     第３項 見解書提出       ○ ○ × × × 

（開発事業に関する協議事項の通知）        

第３４条第１項 事前協議通知書の通知     ● ● ● ● ● 

     第２項 事前協議通知書に基づき市長と協議   ● ● ● ● ● 

（開発事業の申請等）            

第３５条第１項 開発事業申請書の提出     ● ● ● ● ● 

（開発基準の適合審査）          
第３６条 審査基準の適合審査     ● ● ● ● ● 

（承認書の交付等）            

第３７条第１項 開発基準適合承認書の交付     ● ● ● ● ● 

        開発事業計画補正通知書の交付     ○ ○ ○ ○ ○ 

     第２項 補正したとき開発基準適合承認書の交付  ○ ○ ○ ○ ○ 

        補正しないとき開発基準不適合通知書の交付   ○ ○ ○ ○ ○ 

（協定の締結）            

第３８条第１項 協定の締結       ○ ○ ○ ○ × 

凡例 

●必須 

○必要に応じ 

●注１ 事前協議書提出前に設置 

●注２ 事前協議書提出前に説明会開催、説明会報告書提出 

第１種開発事業及び第２種開発事業の開発事業申請書の

提出は 

１．条例第３２条の規定よる近隣住民等から説明会の開催

要求があった場合は、当該説明会開催の翌日から起算

して２週間経過後 

２．条例第３３条第１項の規定による意見書が近隣住民等

から提出された場合は、同条第３項の規定による見解書

の提出後 

でなければ提出することができません。 
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近隣住民等への周知 

 

第１種開発事業、第２種開発事業及び第３種開発事業イ、ウ、カに該当した場合、近隣住民、周

辺住民その他市長が特に認めるもの（以下「近隣住民等」という。）に対して説明会を開催して意

見及び要望を聴くことを定めました。 

 

近隣住民の範囲 

（１） 中高層建築物を建築する目的で行う開発事業（建築物の増築又は改築を目的として行うも

のを除く。） 開発区域の道路境界線若しくは隣地境界線から１５メートル以内の区域又は

建築物の外壁から当該建築物の高さの２倍以内の区域で、かつ、当該建築物により冬至日の

真太陽時における午前９時から午後３時までの間に日影を生じる範囲にある区域 

（２） 中高層建築物を建築する目的で行う開発事業（建築物の増築又は改築を目的として行うも

のに限る。） 当該増築若しくは改築を行う建築物の外壁から１５メートル以内の区域又は

当該増築若しくは改築を行う建築物の外壁から当該建築物の高さの２倍以内の区域で、かつ、

当該建築物により冬至日の真太陽時における午前９時から午後３時までの間に日影を生じ

る範囲にある区域（当該増築又は改築による影響がないと市長が認める区域を除く。） 

（３） 葬祭場の建築若しくは用途の変更又はペット霊園の新設若しくは区域の変更を目的として

行う開発事業 開発区域の道路境界線又は隣地境界線から１００メートル以内の区域 

（４） 前（１）から（３）に掲げる目的以外で行う開発事業 次のア又はイのいずれかに該当す

る距離以内の区域 

ア 建築物の増築又は改築の目的以外の目的で行う開発事業にあっては、開発区域の道路境界

線又は隣地境界線から１０メートル以内の区域 

イ 建築物の増築又は改築の目的で行う開発事業にあっては、当該増築又は改築を行う建築物

の外壁から１０メートル以内の区域 
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周辺住民の範囲 

（１） 中高層建築物を建築する目的で行う開発事業（建築物の増築又は改築を目的として行うも

のを除く。） 次のアからオまでのいずれかに該当する距離以内の区域 

  ア 開発区域の面積が１，０００平方メートル未満の場合にあっては、開発区域の道路境界線

又は隣地境界線から３０メートル以内の区域 

  イ 開発区域の面積が１，０００平方メートル以上の場合にあっては、開発区域の道路境界線

又は隣地境界線から５０メートル以内の区域 

  ウ 建築物の外壁から当該建築物の高さの２倍以内の区域 

  エ 建築物により冬至日の真太陽時における午前９時から午後３時までの間に日影を生じる

範囲にある区域 

  オ 開発事業に伴う工事車両の進入、退出その他の理由により生活環境等に著しい影響がある

と市長が認めた区域 

（２） 中高層建築物を建築する目的で行う開発事業（建築物の増築又は改築を目的として行うも

のに限る。） 次のアからウまでのいずれかに該当する距離以内の区域 

ア 当該増築又は改築を行う建築物の外壁から当該建築物の高さの２倍以内の区域 

イ 当該増築又は改築を行う建築物により冬至日の真太陽時における午前９時から午後３時

までの間に日影を生じる範囲にある区域（当該増築又は改築による影響がないと市長が認め

る区域を除く。） 

ウ 開発事業に伴う工事車両の進入、退出その他の理由により生活環境等に著しい影響がある

と市長が認めた区域 

（３） 前２号に掲げる目的以外で行う開発事業 次のア又はイのいずれかに該当する距離以内の

区域 

ア 建築物の増築又は改築の目的以外の目的で行う開発事業にあっては、開発区域の道路境界

線又は隣地境界線から２０メートル以内の区域 

イ 建築物の増築又は改築の目的で行う開発事業にあっては、当該増築又は改築を行う建築物

の外壁から２０メートル以内の区域 

 

 

※近隣住民及び周辺住民は上記範囲内において土地を所有する者又は建築物の全部若しくは一部

を占有し、若しくは所有する者をいいます。 

※日影による近隣住民等の特定には１時間ごとの時刻日影図で測定面はＧＬ±０としてください。 
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予定建築物 
 

 

 

開発区域 

近隣住民 

周辺住民 

開発区域が

1,000㎡未満

は開発区域か

ら30m 

 

開発区域が

1,000㎡以上

は開発区域か

ら50m 

建築物の外壁か

ら高さの2倍 

開発区域から15m 

9：00 
10：00 

11：00 
12：00 

13：00 

14：00 
15：00 

開発区域 

 

 

近隣住民 

周辺住民 

開発区域から

20m 

開発区域から10m 

開発区域 

中高層建築物の近隣住民及び周辺住民の範囲【新築】 

中高層建築物以外（葬祭場及びペット霊園を除く）の近隣住民及び周辺住民の範囲【新築】 

※中高層建築物…３階以上又は高さが１０ｍ以上の建築物 
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予定建築物 

 

 

 

開発区域 

近隣住民 

周辺住民 

建築物の外壁から15m 

9：00 
10：00 

11：00 
12：00 

13：00 

14：00 
15：00 

 

 

近隣住民 

周辺住民 

建築物の外壁

から20m 

建築物の外壁から10m 

開発区域 

中高層建築物の近隣住民及び周辺住民の範囲【増築・改築】 

※中高層建築物…３階以上又は高さが１０ｍ以上の建築物 

中高層建築物以外の近隣住民及び周辺住民の範囲【増築・改築】 
（葬祭場及びペット霊園を除く） 

建築物の外壁か

ら高さの2倍 

開発区域 

予定建築物 
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協議を必要としない開発事業 

 

 次の１～４に該当する開発事業は第１種開発事業から第４種開発事業に該当しないので、協議の

必要はありません。ただし、３階以上又は１０ｍ以上の建築物は「建築確認申請に係る届出」を建

築指導課に提出していただきます。 

 

１ 戸建住宅 

２ 戸建住宅の附属建築物 

３ 戸建住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの（第一種低層住居専用地域に

建築可能なもの） 

４ その他市長が特に認めるもの 

 

 

その他 

 

○あっせん・調停（第５６条～第６０条） 

  近隣住民と紛争が発生し、自主的解決が困難な場合は、あっせんを行います。あっせんでの解

決が困難な場合は、調停を行います。 

 

○罰則（第７０条、第７１条） 

  開発基本計画書や事前協議書等の所定の手続きをしないで工事をした場合、開発基準適合承認

書の内容と異なる工事をした場合は勧告をします。勧告に従わない場合は是正命令をします。是

正命令に従わない場合は公表し、６か月以下の懲役又は５０万円以下の罰金が科されます。 
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整備基準編
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一団の土地に関する取扱い 

 

１ 一団の土地に関する取扱い 

【条例第２６条】 

１ 一団の土地（次の各号のいずれかに該当する土地をいう。）において、同時に、又は引き続い

て行う開発事業であって、全体として一体的な土地の利用を行う場合には、これらの開発事業は、

一の開発事業とみなす。 

（１） 所有者が同一の土地 

（２） 既に開発事業に着手した土地に隣接する土地で当該開発事業に着手した日の前日から起

算して前１年以内に所有者が同一であったもの 

（３） 物理的に一体として利用されている土地 

２ 先行する開発事業とその区域以外の部分で行う開発事業との一連性の判断基準及び取扱いは、

規則※で定めるところによる。 

※規則第２７条 

１ 市長は、条例第２６条第２項の規定による開発事業の一連性の判断について、次の各号のいず

れかに該当するときは、先行する開発事業（以下「先行開発事業」という。）とその区域以外の

部分で行う開発事業（以下「後行開発事業」という。）とは一連性がないものと判断して取り扱

うものとする。 

（１） 後行開発事業で、第３２条の規定による開発事業事前協議書を提出する日（当該後行開発

事業が条例第２５条に規定する開発事業に該当しない場合にあっては、建築基準法（昭和２

５年法律第２０１号）第６条第１項又は第６条の２第１項の規定による確認の申請を行う

日）が、次のアからエまでのいずれかに掲げる日から１年を経過しているとき。 

  ア 当該先行開発事業の都市計画法施行規則（昭和４４年建設省令第４９号）第３１条の規定

による工事完了公告があった日（当該先行開発事業が法第２９条の規定による開発許可を要

しない場合にあっては、条例第４２条第２項の規定により完了検査適合承認書を交付した

日） 

  イ 当該先行開発事業に伴い建築されたすべての建築物の建築基準法第７条第５項又は第７

条の２第５項に規定する検査済証を交付した日 

  ウ 当該先行開発事業に伴い建築されたすべての建築物の登記が完了した日 

  エ 当該先行開発事業に係る土地の造成が完了したと市長が認める日（当該先行開発事業が条

例第２５条に規定する開発事業に該当しない場合に限る。） 

（２） 先行開発事業と後行開発事業との間で次のアからエまでに掲げる事項のいずれもが同一で

ないとき。ただし、先行開発事業及び後行開発事業のいずれもが戸建住宅の建築を目的とし

たものであるときを除く。 

  ア 申請者（その代理人を含む。）、設計者及び工事施行者 

  イ 土地所有者 

  ウ 公共施設の配置計画 

  エ 開発事業に係る施工方法の関連性 
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２ 前項に規定するもののほか、市長は、先行開発事業と後行開発事業の一連性があるものとした

場合の開発区域に適用される条例又はこの規則で定める基準を当該開発区域が満たしていると

認めるときは、この規則の規定による申請その他の手続を、別に定める方法により行わせること

ができる。 

３ 条例第２６条第１項に規定する一団の土地において、その土地の一部で開発事業を行うときは、

当該開発事業の申請者は、第１項に規定する判断基準について当該申請者が了知し、及び当該土

地の土地所有者に対して周知したことを示した書面を市長に提出しなければならない。 
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公共施設及び公益施設の整備基準 

 

１ 道路の整備基準 

【条例別表第１第１項】 

（１） 開発区域内に設置する道路は、第５３条（３８ページ参照）及び規則※で定める基準により整備す

ること。 

※規則第４５条 

１ 条例別表第１第１項第１号の規則で定める基準は、次のとおりとする。 

（１） 開発区域内に設置する道路の管理者を本市とする場合は、無償で本市に提供すること。

ただし、別に定める基準により市長がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。 

（２） 前号ただし書の規定により、開発区域内に設置する道路の管理者を本市としない場合は、

当該開発事業を行った事業者は、将来にわたり自己管理すること。この場合において、当

該道路を第三者に譲渡するときは、その旨を周知すること。 
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【条例別表第１第１項】 

（２） ２以上の道路が交差し、又は接続する場合は、第５３条（３８ページ参照）及び規則※で定める基

準により隅切りを確保すること。 

※規則第４５条 

２ 条例別表第１第１項第２号の規則で定める基準は、次のとおりとする。 

（１） 当該角地にその底辺の長さが別表第１に規定する斜長寸法と等しい二等辺三角形の隅切り

を別表第２により確保すること。 

（２） 前号の規定により難いと市長が認めた場合は、市長と協議の上、隅切りを確保するものと

する。 

規則別表第１ 道路幅員により設ける隅切りの斜長寸法 

道路幅員 ６ｍ未満 
６ｍ以上 

９ｍ未満 

９ｍ以上 

１２ｍ未満 

１２ｍ以上 

１６ｍ未満 
１６ｍ以上 

６ｍ未満 
３ｍ 

（４．５ｍ） 

３ｍ 

（４．５ｍ） 

３ｍ 

（４．５ｍ） 

３ｍ 

（４．５ｍ） 

３ｍ 

（４．５ｍ） 

６ｍ以上 

９ｍ未満 

３ｍ 

（４．５ｍ） 

５ｍ 

（６ｍ） 

５ｍ 

（６ｍ） 

５ｍ 

（６ｍ） 

５ｍ 

（６ｍ） 

９ｍ以上 

１２ｍ未満 

３ｍ 

（４．５ｍ） 

５ｍ 

（６ｍ） 
５ｍ ５ｍ ６ｍ 

１２ｍ以上 

１６ｍ未満 

３ｍ 

（４．５ｍ） 

５ｍ 

（６ｍ） 
５ｍ ６ｍ ８ｍ 

１６ｍ以上 
３ｍ 

（４．５ｍ） 

５ｍ 

（６ｍ） 
６ｍ ８ｍ １０ｍ 

備考 

＊１ 開発区域内に設置する道路と前面道路との交差部には両側に隅切りを設けるものとする。

ただし、市長がやむを得ないと認めた場合には、片側のみとすることができる。 

＊２ （ ）内は、片隅切りの場合の斜長寸法とする。 

＊３ ２以上の道路が交差し、又は接続する角地における開発事業で、道路の交差角が６０度未

満の場合には、別に定める基準により隅切りを設けるものとする。 

＊４ 交差する２方の道路のうち、１方以上の道路に歩道がある場合は、交差する道路の幅員に

かかわらず、斜長寸法を３ｍ以上とする。 

規則別表第２ 隅切りを設ける場合の土地の提供及び維持管理 

開発区域が
接する道路
の管理者 

開発事業の目的及び規模 土地の提供 維持管理 

市 

自己の居住の用に供する開発事
業又は開発区域の面積が 
５００㎡未満の開発事業 

市への有償による
譲渡 市が管理 

開発区域の面積が５００㎡以上
の開発事業で自己の居住の用に 

供しないもの 

市への無償による
譲渡 市が管理 

市以外の者 すべての開発事業 
開発区域が接する
道路の管理者と協
議の上、決定する。 

開発区域が接する
道路の管理者と協
議の上、決定する。 
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【条例別表第１第１項】 

（３） 開発区域が接する前面道路の幅員は、規則※で定める基準を確保すること。 

※規則第４５条 

３ 条例別表第１第１項第３号の規則で定める基準は、次のとおりとする。 

（１） 開発区域が接する前面道路の幅員については、開発区域の面積の区分及び施設の種別の区

分に応じて別表第３に定める道路の幅員を別表第３の２に定めるところにより確保するこ

と。ただし、自己の居住の用に供する開発事業及び開発区域が５００㎡未満の開発事業につ

いては、この限りでない。 

規則別表第３ 開発区域が接する前面道路の幅員 

施設の種別 

 

 

開発区域の面積 

戸建住宅 
住居系小規模

建築物 

その他の 

住居系建築物 

高齢者向け 

福祉施設 

非住居系 

施設 

５００㎡以上 

１，０００㎡未満 
４．５ｍ ４．５ｍ ６．０ｍ ６．０ｍ ６．０ｍ 

１，０００㎡以上 

３，０００㎡未満 
４．５ｍ ６．０ｍ ６．０ｍ ６．０ｍ ６．０ｍ 

３，０００㎡以上 

１０，０００㎡未満 
６．０ｍ ６．０ｍ ６．０ｍ ６．０ｍ ９．０ｍ 

１０，０００㎡以上 

（開発行為以外の開

発事業に限る。） 

６．０ｍ ６．０ｍ ６．０ｍ ６．０ｍ ９．０ｍ 

備考 

＊１ 住居系小規模建築物とは、建築物の高さが１０ｍ未満で、かつ、次の各号のいずれかに

該当する住居の用に供する部分を有する建築物(高齢者向け福祉施設を除く。)をいう。 

（１） 開発区域の面積を条例第５５条に規定する最低敷地面積（第１種低層住居専用地域、

第２種低層住居専用地域では１２０㎡、その他の用途地域では１１０㎡、市街化調整

区域では１５０㎡）で除した数値以下の戸数の建築物 

（２） 延べ面積が５００㎡未満の建築物 

＊２ その他の住居系建築物とは、戸建住宅及び住居系小規模建築物以外の居住の用に供する

部分を有する建築物(高齢者向け福祉施設を除く。)をいう。 

＊３ 高齢者向け福祉施設とは、老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）に規定する老人デ

イサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老

人ホーム及び有料老人ホーム並びに介護保険法（平成９年法律第１２３号）に規定する介

護老人保健施設及び認知症対応型共同生活介護の事業を行う施設をいう。 

＊４ 道路法（昭和２７年法律第１８０号）に規定する道路区域がこの表の規定による道路後

退線より開発区域側に設けられる場合には、道路区域を優先する。 

＊５ 自己の居住の用に供する目的で行う開発事業及び開発区域が５００㎡未満の開発事業

で前面道路の幅員が４．０ｍ未満のものについては、別に定める基準により協議するもの

とする。 



 

21 

規則別表第３の２ 

 道路拡幅部分の土地の提供及び維持管理 

開発区域が
接する道路
の管理者 

土地の提供 維持管理 

市 市への無償による譲渡 市が管理 

市以外の者 開発区域が接する道路の管理者と 
協議の上、決定する。 

開発区域が接する道路の管理者と 
協議の上、決定する。 

（２） 開発区域から車両が２方向以上に有効に分散できる道路に至るまでの道路については、開

発区域の面積の区分及び施設の種別の区分に応じて別表第４に定める幅員を確保すること。

ただし、自己の居住の用に供する開発事業及び開発区域が５００㎡未満の開発事業について

は、この限りでない。 

規則別表第４ 開発区域から車両が２方向以上に有効に分散できる道路に至るまでの道路の幅員 

施設の種別 

 

 

開発区域の面積 

戸建住宅 
住居系小規模

建築物 

その他の 

住居系建築物 

高齢者向け 

福祉施設 

非住居系 

施設 

５００㎡以上 

１，０００㎡未満 
２．７ｍ ４．０ｍ ４．０ｍ ４．５ｍ ５．０ｍ 

１，０００㎡以上 

３，０００㎡未満 
４．０ｍ ４．０ｍ ５．０ｍ ４．５ｍ ６．０ｍ 

３，０００㎡以上 

１０，０００㎡未満 
４．０ｍ ５．０ｍ ６．０ｍ ６．０ｍ ６．０ｍ 

１０，０００㎡以上 

（開発行為以外の開

発事業に限る。） 

６．０ｍ ６．０ｍ ６．０ｍ ６．０ｍ ９．０ｍ 

（３） 前２号の規定により難いと市長が認めた場合は、市長と協議の上、道路の幅員を確保す

るものとする。 
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【条例別表第１第１項】 

（４） 開発区域内に既存の道路に沿って設置する歩道状空地は、規則※で定める基準により確

保するよう努めること。 

※規則第４５条 

４ 条例別表第１第１項第４号の規則で定める基準は、次のとおりとする。 

（１） 歩道状空地を設置すべき開発事業は、次に掲げる施設の建築を目的とする開発事業で当

該開発区域の面積が商業地域にあっては５００㎡以上、その他の地域にあっては１，００

０㎡以上のものとする。 

ア 社会福祉施設 

  イ 医療施設 

  ウ 共同住宅等で計画戸数が１５戸以上のもの 

  エ 学校教育施設その他公的な用途を目的とする施設 

オ 商業施設その他不特定多数の人が利用する施設 

（２） 前号の規定により設置された歩道状空地は、事業者が管理するものとする。 

（３） 第１号の規定により難いと市長が認めた場合は、市長と協議の上、決定するものとする。 

 

【条例別表第１第１項】 

（５） 道路施設その他道路に附属する工作物等は、規則※で定める基準により整備すること。 

※規則第４５条 

５ 条例別表第１第１項第５号の規則で定める基準は、次のとおりとする。 

（１） 開発区域内に設置する道路の施設及び附属物は、別に定める基準により整備するものと

する。 

（２） 開発区域が接する道路の施設及び附属物は、別に定める基準により整備するものとする。 
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２ 下水道等の整備基準 

【条例別表第１第２項】 

（１） 公共下水道管理者として市長が管理する公共下水道及び市長以外の者が管理する排水設備

は、規則※で定める基準により整備すること。 

※規則第４６条 

１ 条例別表第１第２項第１号の規則で定める基準は、次のとおりとする。 

（１） 市長が管理する公共下水道の整備基準は、次のとおりとする。 

ア 事業認可区域内における公共下水道、下水道の管きょ及び公共ます並びに雤水調整施設

（以下この号において「公共下水道施設等」という。）の設計は、別に定める基準により、

雤水及び汚水を有効に排除する能力を備えた規模及び構造とすること。 

イ 公共下水道供用開始区域内で、その排除方法が分流式の場合には、開発区域内の雤水及び

汚水は、それぞれの公共下水道施設等で排除すること。 

ウ 開発区域が公共下水道認可未供用区域に該当する場合は、供用開始後、公共下水道施設等

として使用できる構造とすること。 

エ 公共下水道区域外において、下水道の管きょ等及び雤水調整施設の整備は、別に定める基

準により、雤水及び汚水を排除する能力を備えた規模及び構造となるよう努めること。 

オ アからエまでに定める基準により難いと市長が認めた場合は、市長と協議の上、決定する

ものとする。 

（２） 市長以外の者が管理する排水設備の整備基準は、次のとおりとする。 

ア 事業認可区域内の宅内排水設備及び私道排水設備（以下この号において「宅内排水設備等」

という。）の整備は、別に定める基準によること。ただし、当該基準により難いと市長が認

めた場合は、市長と協議の上、決定すること。 

イ 公共下水道供用開始区域内の雤水及び汚水は、それぞれ宅内排水設備等で排除し、汚水は

公共汚水ますに接続し、雤水は雤水浸透不適地を除き、浸透ます、浸透トレンチ等の浸透設

備で排除した後、公共雤水ます等に接続する構造とすること。 

ウ 開発区域が公共下水道認可未供用区域に該当する場合は、設置する宅内排水設備等が供用

開始後、公共下水道施設の宅内排水設備として使用できる構造とするよう努めること。 

エ 公共下水道区域外の宅内排水設備及び私道排水設備の整備は、別に定める基準となるよう

努めること。ただし、当該基準により難いと市長が認めた場合は、市長と協議の上、決定す

ること。 
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３ 公園等の整備基準 

【条例別表１第３項】 

（１） 開発区域内に設置する公園等は、第５２条及び第５４条（下記参照）で定める基準により整備

すること。 

（２） 開発区域の面積が２，５００㎡以上３，０００㎡未満で共同住宅等の建築を目的とする開

発事業については、前号の基準に準じて公園等を整備するよう努めること。 

（３） 前２号により設置すべき公園等は、規則※で定める基準により整備すること。 

 

【条例第５４条】 

１ 事業者は、法第３３条第３項に基づく政令第２９条の２第１項第５号の規定により開発区域の

面積が３，０００㎡以上の開発行為を行うときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める割合の面積を有する公園、緑地又は広場（以下「公園等」という。）を設置するとともに、

その管理を市に無償で移管しなければならない。ただし、市長が管理を市に移管する必要がない

と認めるときは、当該公園等は、事業者が管理しなければならない。 

（１） 共同住宅等（特殊建築物のうち共同住宅、寄宿舎、下宿その他これらに類する用途に供す

る建築物及び長屋をいう。以下同じ。）の建築を目的とする開発行為 開発区域の面積の６％

以上の面積を有する公園 

（２） 戸建住宅の建築を目的とする開発行為 開発区域の面積の５％以上の面積を有する公園 

（３） 前２号に規定するもの以外の建築物の建築を目的とする開発行為 開発区域の面積の３％

以上の面積を有する公園等 

２ 前項本文に規定する開発行為が同項各号の２以上の号に掲げる区分に該当するときは、設置し

なければならない公園等の面積の割合が最も大きい開発行為の区分に該当するものとする。 

３ 第１項本文の規定にかかわらず、事業者は、同項本文に規定する開発区域が次の各号のいずれ

かに該当する区域で、かつ、当該区域内に３％以上の面積を有する公園等が既に整備されている

とき又は規則で定める区域内に規則で定める規模※規則第６２条（次頁）参照の公園等が既に整備されてい

るときは、公園等を設置しないことができる。 

（１） 法第２９条又は旧住宅地造成事業に関する法律（昭和３９年法律第１６０号）の規定によ

る許可を受け、工事の完了公告がされた区域 

（２） 土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）の規定による認可を受け、換地処分の公告

がされた区域 

（３） 法第２９条第１項第４号又は第６号から第９号までに規定する開発行為が終了した区域 

（４） 建築基準法第５９条の２の規定による総合設計制度又は法第９条第１９項の規定による特

定街区の適用を受けて行われた建築計画の区域 

（５） 第４２条第１項の規定による完了検査が終了した区域 

（６） その他開発事業が終了したと市長が認めた区域 

備考：「開発行為」のみならず、開発事業全般が対象になります。（条例第４８条、第４９条及び条

例別表第１第３項参照） 
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※規則第４７条 

１ 条例別表第１第３項第３号の規則で定める基準は、次のとおりとする。 

（１） 条例第５４条第１項の規定により設置すべき公園等の面積及び箇所数は、別表第５のとお

りとする。 

規則別表第５ 公園等の面積及び箇所数 

条例第５４条第１項各号に規定する割

合に応じて算出した公園等の面積 

１箇所当たりの最低面積 設置箇所数 

１，０００㎡未満  ２箇所以内 

１，０００㎡以上３，０００㎡未満 ５００㎡ ２箇所以内 

３，０００㎡以上１０，０００㎡未満 １，０００㎡ ３箇所以内 

１０，０００㎡以上 ２，５００㎡ 別途協議の上定める。 

（２） 面積の算定に当たっては、斜面地、宅地造成により生じた法面及び狭小かつ不整形な土地

を含まないこと。 

（３） 公園の配置は、地形、日照等の条件を勘案し、その周囲が２面以上の公道に接すること。

ただし、市長がやむを得ないと認める場合には、この限りでない。 

（４） 公園の敷地内には、公園施設以外の施設等を設置しないこと。 

（５） 条例第５４条第１項ただし書の規定により事業者が公園等を管理する場合には、市長と当

該公園等の管理について協定を締結すること。 

（６） 前各号の規定は、開発事業が建築物の増築等に該当するときは、適用しない。 

（７） 前各号に定めるもののほか、公園等の設置に関し必要な事項は、別に定める。 

 

【公園等を設置しないことができる場合】 

※規則第６２条 

１ 条例第５４条第３項の規則で定める区域内は開発区域から２５０ｍ以内（当該公園等と当該開

発区域との間に国道、県道、幅員１０ｍ以上の幹道、鉄道、河川又は都市計画道路がない場合に

限る。）とし、同項の規則で定める規模は２，５００㎡以上とする。 
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４ 消防水利施設等の整備基準 

【条例別表１第４項】 

（１） 消防水利施設、消防活動場所及び緊急離着陸場は、規則※で定める基準により整備するこ

と。 

※規則第４８条 

１ 条例別表第１第４項第１号の規則で定める基準は、次のとおりとする。 

（１） 消防水利施設の整備基準は、次のとおりとする。 

  ア 次に掲げる開発事業を行う場合には、別に定める基準により防火水槽又は消火栓を設置す

ること。ただし、当該開発区域が市の管理する防火水槽又は消火栓から半径１２０ｍ（近隣

商業地域、商業地域、工業地域及び工業専用地域にあっては１００ｍ、市街化調整区域にあ

っては１４０ｍ）の円の範囲内に包含されるとき（河川、軌道、交通量の多い道路等により

当該範囲が分断されるとき及び起伏が激しく消防活動に支障があるときを除く。）は、この

限りでない。 

  （ア） 開発区域の面積が５００㎡以上のもの 

  （イ） 計画戸数が３０戸以上のもの 

  イ 建築物の延べ面積が３，０００㎡以上の開発事業を行う場合は、別に定める基準により防

火水槽を設置すること。この場合において、延べ面積が３，０００㎡以上の棟が２以上ある

ときは、当該棟ごとに防火水槽を設置すること。 

  ウ 消防水利施設の設置場所は、開発事業の区域内であって消防活動車両による消防活動が容

易にできる場所とすること。 

  エ 消防水利施設の配置は、開発区域が消防水利施設から半径１２０ｍの円の範囲内に包含さ

れる配置とすること。 

  オ 防火水槽の常時貯水量は、４０㎥以上とすること。 

  カ 消火栓の配管口径は、１００ｍｍ以上とすること。 

  キ アからカまでに掲げるもののほか、消防水利施設の設置に関し必要な事項は、別に定める。 

（２） 消防活動場所の整備基準は、次のとおりとする。 

  ア 地階を除く階数が４以上又は軒の高さが１５ｍ以上の建築物の建築を目的とする開発事

業を行う場合は、別に定める基準により、はしご付き消防自動車による消防活動が容易にで

きる場所（以下この号において「消防活動場所」という。）を設けること。 

  イ アの規定にかかわらず、当該開発事業を行う周辺の道路、地形等により消防活動場所を設

けることが困難であると市長が認めるときは、別に定める基準により、これに代わる施設を

設けること。 

（３） 緊急離着陸場の整備基準は、次のとおりとする。 

  ア 次に掲げる建築物の建築を目的とする開発事業を行う場合は、別に定める基準により、緊

急離着陸場を設置すること。 

（ア） 建築基準法第３４条第２項の規定により非常用昇降機の設置を要する建築物 

  （イ） ３次救急医療機関の用途に供する建築物 

  イ アに定めるもののほか、緊急離着陸場の設置に関し必要な事項は、別に定める。 
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５ 農業用施設等の整備基準 

【条例別表１第５項】 

（１） 開発区域内に包含し、又は接する農業用施設等は、規則※で定める基準により整備するこ

と。 

※規則第４９条 

１ 条例別表第１第５項第１号の規則で定める基準は、次のとおりとする。 

（１） 開発区域が従来、田又は畑であった場合は、農業用暗きょ排水管の有無及び位置を調査す

ること。ただし、開発区域内に農業用暗きょ排水管が埋設されているときは、別に定める基

準によること。 

（２） 占用物の構造については、事前に協議を行うこと。 

（３） 開発区域が農業用用排水路に接する場合は、別に定める基準によること。 

（４） 開発事業により発生する危険箇所には、ガードレール、転落防止柵、視線誘導標等の安全

施設を設置すること。この場合において、当該安全施設の構造等詳細については、別に定め

る基準による。 

（５） 開発区域の排水を側溝又は水路等に接続する場合は、別に定める基準によること。 

（６） 前各号に定めるもののほか、農業用施設等に関し必要な事項は、別に定める基準による。 

 

６ ごみステーションの整備基準 

【条例別表１第６項】 

（１） 居住の用に供する建築物の建築を目的とする開発事業にあっては、規則※で定める基準に

よりごみステーション（平塚市さわやかで清潔なまちづくり条例（平成１８年条例第５号）

第２条第１１号に規定する「ごみステーション」をいう。）を開発区域内に設置すること。 

（２） 前号の規定により設置するごみステーションの面積、位置及び構造については、規則※で

定める基準により整備すること。 

（３） 事業の用に供する建築物の建築を目的とする開発事業にあっては、廃棄物の減量化及び資

源化を促進するためにごみの分別排出及び資源再生物の保管が可能な集積場所を確保する

こと。 

※規則第５０条 

１ 条例別表第１第６項第１号の規則で定める基準は、共同住宅、ワンルーム形式建築物及びこれ

に準ずる建築物の建築を目的とする開発事業にあっては１棟につき１箇所以上、戸建住宅の建築

を目的とする開発事業にあっては当該開発事業の規模、敷地等の状況に応じて、市長と協議の上

必要な箇所数のごみステーションを設置することとする。 

２ 条例別表第１第６項第２号の規則で定める基準は、次のとおりとする。 

（１） ごみステーションの面積は、ワンルーム形式建築物及びこれに準ずる建築物の建築を目的

とする開発事業にあっては別表第６、共同住宅及び戸建住宅の建築を目的とした開発事業に

あっては別表第７のとおりとする。 
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規則別表第６ ワンルーム形式建築物及びこれに準ずる建築物の建築を目的とする開発事業にお

けるごみステーションの設置面積 

燃せるごみ 燃せないごみ・資源再生物 

計画戸数 必要面積 計画戸数 必要面積 

１２戸以下 １．０㎡ ２９戸以下 ２．１㎡ 

３０戸以上６９戸以下 ３．５㎡ 

１３戸以上 ０．０８㎡×戸数 ７０戸以上 ３．５㎡に７０戸を超

える戸数×０．０４㎡

を加えた面積 

 備考 面積は、有効面積で確保すること。 

 

規則別表第７ 共同住宅及び戸建住宅の建築を目的とした開発事業におけるごみステーションの

設置面積 

燃せるごみ 燃せないごみ・資源再生物 

計画戸数 必要面積 計画戸数 必要面積 

９戸以下 １．６㎡ ２９戸以下 ３．５㎡ 

３０戸以上４９戸以下 ４．８㎡ 

１０戸以上 ０．１６㎡×戸数 ５０戸以上 ４．８㎡に５０戸を超

える戸数×０．０９㎡

を加えた面積 

   備考 面積は、有効面積で確保すること。 

 

（２） ごみステーションを設置すべき位置は、ごみ収集車両の通行に十分な幅員を有する道路

に接し、安全かつ効率的に収集ができる場所とする。 

（３） ごみステーションの構造は、次のとおりとする。 

ア 接道面以外の三方はコンクリート又はコンクリートブロック造りの外壁で囲み、外壁

の高さ及び奥行きは原則として８０ｃｍ以上とすること。 

イ 床はコンクリート打ちとし、水勾配は２％とすること。 

ウ 電柱、配電盤等ごみの収集に関係のない施設を設置しないこと。 

エ カラス、猫等の動物による被害及び不法排出を防ぐための対策を講じること。 

（４） 前３号に定めるもののほか、ごみステーションの設置に関し必要な事項は、別に定める。 
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７ 集会所の整備基準 

【条例別表１第７項】 

（１） 計画戸数が５０戸以上の共同住宅等の新築を目的とする開発事業にあっては、規則※で定

める基準により開発区域内に集会所を設置すること。 

※規則第５１条 

１ 条例別表第１第７項第１号の規則で定める基準は、次のとおりとする。 

（１） 集会所の面積は、０．６㎡に当該開発事業の施行により建築される共同住宅等の戸数を

乗じて得た数値以上の面積とすること。ただし、当該面積が２００㎡を超える場合には、

２００㎡とする。 

（２） 集会所を設置すべき位置は利用者の利便性に配慮することとし、エントランスホール等

安全に人員を収容できる他の施設と共用することができることとする。 

 

８ 防災行政用無線及び消防用無線 

【条例別表１第８項】 

（１） 防災行政用無線及び消防用無線の電波障害が予測される開発事業にあっては、無線障害事

前調査及び事後調査を行うこと。この場合において、調査の結果、障害があると市長が認め

るときは防除工事を行うこと。 

 

９ 公益施設用地の確保 

【条例別表１第９項】 

（１） 公益施設の整備に必要な用地の確保は、規則※で定める基準により確保すること。ただし、

市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。 

※規則第５２条 

１ 条例別表第１第９項第１号の規則で定める基準は、次のとおりとする。 

（１） 保育所の用地は、計画戸数が５００戸以上の開発事業を行うときは、別に定める基準に

より確保すること。 

（２） 幼稚園、小学校、中学校及び公民館の用地は、開発規模が２０ｈａ以上の住宅の建築を

目的とする開発事業を行うときは、別に定める基準により確保すること。 

（３） 消防出張所の用地は、計画戸数が８，０００戸以上の開発事業又は主として住宅の建築

に供する目的で行う面積２０ｈａ以上の開発事業を行うときは、別に定める基準により確

保すること。 

２ 前項各号の規定により確保された用地は、市が取得するものとする。この場合において、用地

の取得に係る費用は、平塚市不動産評価委員会の評価に基づく評価額とする。 
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公共施設及び公益施設以外の整備基準 

 

１ 敷地内の緑化基準 

【条例別表第２第１項】 

（１） 規則※で定める基準の緑地を確保するとともに、積極的に樹木の植栽をすること。 

（２） 開発区域内に樹木等があるときは、その保全に努めること。 

※規則第５３条 

１ 条例別表第２第１項第１号の規則で定める基準は近隣商業地域及び商業地域にあっては別表

第８、その他の用途地域及び市街化調整区域にあっては別表第９のとおりとし、樹木の種類、植

栽方法等については別に定める基準によるものとする。 

規則別表第８ 近隣商業地域及び商業地域における緑化率 

施設の種別 

 

 

開発区域の面積 

新設の 

事業場 

既設の 

事業場 

共同住宅等 戸建住宅の建築

を目的とした開

発事業 

その他の 

開発事業 

５００㎡以上 

１，０００㎡未満 

３％以上 できるだ

け多くの

緑地を確

保するこ

と。 

３％以上 できるだけ多く

の緑地を確保す

ること。 

できるだ

け多くの

緑地を確

保するこ

と。 

１，０００㎡以上 

３，０００㎡未満 

５％以上 

３，０００㎡以上 １０％以上 

 備考 

＊１ 事業場とは、工場、事務所、店舗、倉庫その他これらに準ずる建築物をいう。 

＊２ 開発区域の面積が５００㎡未満の開発事業については、この表中５００㎡以上１，００

０㎡未満の開発区域の面積の区分に応じた施設の種別による緑化率に準じて、できるだけ

多くの緑を確保すること。 

 ＊３ ペット霊園の整備を目的とした開発事業については、この表の規定は適用しない。 



 

31 

規則別表第９ 近隣商業地域及び商業地域以外の用途地域並びに市街化調整区域における緑化率 

施設の種別 

 

 

開発区域の面積 

新設の 

事業場 

既設の 

事業場 

共同住宅等 戸建住宅の建

築を目的とし

た開発事業 

その他の

開発事業 

５００㎡以上 

１，０００㎡未満 

１０％以上 １０％以上 １０％以上 できるだけ多

くの緑地を確

保すること。 

１０％以

上 

１，０００㎡以上 

３，０００㎡未満 

１５％以上 １５％以上 ５％以上 

３，０００㎡以上 ２０％以上 ２０％以上 １０％以上 

 備考 

＊１ 事業場とは、工場、事務所、店舗、倉庫その他これらに準ずる建築物をいう。 

＊２ 開発区域の面積が５００㎡未満の開発事業を行うときは、この表中５００㎡以上１，０

００㎡未満の開発区域の面積の区分に応じた施設の種別による緑化率に準じて、できるだ

け多くの緑を確保すること。 

＊３ ペット霊園の整備を目的とした開発事業については、この表の規定は適用しない。 

 

２ 事業者は、前項の規定による基準の適用を受けるときは、あらかじめ緑化計画書（第２９号様

式）に次に掲げる図書を添えて、市長と協議しなければならない。 

（１） 緑化計画図 

（２） 付近見取図 

３ 事業者は、前項の緑化計画書に基づく緑化が完了したときは、緑化計画植栽完了報告書（第３

０号様式）を市長に提出しなければならない。 

４ 第１項の規定により難いと市長が認めた場合は、次に掲げる事項について協定を締結するもの

とする。 

（１） 緑化目標及び实施期間に関する事項 

（２） 緑化造成計画に関する事項 

５ 事業者は、前項に規定する協定（次項において「緑化協定」という。）を締結しようとすると

きは、緑化協議書（第３１号様式）を市長に提出しなければならない。 

６ 緑化協定を締結した者は、当該緑化協定に定めるところにより、緑化完了届書（第３２号様式）

を市長に提出しなければならない。 

７ 敷地内の緑化について他の法令等の適用を受ける開発事業で、当該法令等により確保する緑地

が第１項の規定による基準を満たしているものについては、前各項の規定は適用しない。 
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２ 敷地面積の最低限度 

【条例別表第２第２項】 

（１） 敷地面積の最低限度は、第５５条（下記参照）で定める基準により確保すること。 

 

【条例第５５条】 

１ 法第３３条第４項に基づく政令第２９条の３の規定により、建築物の敷地面積の最低限度を別

表第４（下記参照）に定めるとおりとする。ただし、敷地面積の最低限度を確保することが困難であ

ると市長が認める場合で規則※で定める事由に該当するとき又は地区計画等その他法令において

建築物の敷地面積の最低限度が定められている場合は、この限りでない。 

 

【条例別表第４】 

区域 最低敷地面積 

市街化区域 
第１種低層住居専用地域及び第２種低層住居専用地域 １２０㎡ 

その他の地域 １１０㎡ 

市街化調整区域 １５０㎡ 

備考 市街化区域で予定される建築物の敷地が制限の異なる地域にわたるときは、その敷地の過

半の属する地域に関する規定を適用する。 

※規則第６３条 

１ 条例第５５条ただし書の規則で定める事由及びこれに該当するときの最低敷地面積は、別表第

１１のとおりとする。 

規則別表第１１ 

 敷地面積の最低限度の特例 

区域 形態 最低敷地面積 

市街化区域 

敷地の形状が著しく変形している場合 

１００㎡ 

良好な公共施設及び公益施設の配置の配慮により最低敷

地面積が確保できない区画の場合 

既存樹木、樹林の保存等の環境への配慮により最低敷地

面積が確保できない区画の場合 

区画の最低敷地面積による単なる分割で端数処理となる

区画の場合 

市街化調整区域 

市街化調整区域に関する都市計画の決定の日以後に土地

の分割、統合又は分割統合が行われておらず、かつ、自己

の居住の用に供する住宅の建築にかかるもので１５０㎡未

満の場合 

既存の敷地面積 

備考 市街化調整区域に関する都市計画の決定の日とは、都市計画区域について無秩序な市街化を

防止し、計画的な市街化を図るため市街化区域と市街化調整区域との区分が定められた昭和４

５年６月１０日又は当該都市計画の変更により新たに市街化調整区域となった日をいう。 
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３ 駐車場の設置基準 

【条例別表第２第３項】 

（１） 自動車駐車場、自動二輪車（原動機付自転車を含む。）駐車場及び自転車駐輪場は、規則※

で定める基準により開発区域内に設置すること。 

※規則第５４条 

１ 条例別表第２第３項第１号の規則で定める基準は、次のとおりとする。 

（１） 共同住宅等の建築を目的とする開発事業にあっては、次のアからウまでに掲げる区分に

応じ、当該アからウまでに定めるとおりとする。 

ア 自動車駐車場 次のとおりとする。 

（ア） 自動車駐車場の基準は、別表第１０のとおりとする。この場合において、当該開

発事業の区域内に同表に規定する割合の自動車駐車場を設けることが困難である

ときは、同表の規定により、当該開発事業の区域外にこれを設置することができる。 

規則別表第１０ 共同住宅等に設置すべき自動車駐車場の基準 

予定建築物 

区域 

共同住宅等 

（ワンルーム形式建築物を除く。） 
ワンルーム形式建築物 

市

街

化

区

域 

第一種低層住

居専用地域及

び第二種低層

住居専用地域 

計画戸数に７０％の割合を乗じて算

出した数値以上の台数とし、開発区域

内に設ける自動車駐車場は計画戸数

の５０％以上とする。 

計画戸数に５０％の割合を乗じて算

出した数値以上の台数とし、開発区

域内に設ける自動車駐車場は計画戸

数の３０％以上とする。 

近隣商業地域 

計画戸数に５０％の割合を乗じて算

出した数値以上の台数とし、開発区域

内に設ける自動車駐車場は計画戸数

の３５％以上とする。 

計画戸数に３０％の割合を乗じて算

出した数値以上の台数とし、開発区

域内に設ける自動車駐車場は計画戸

数の１５％以上とする。 

商業地域 

計画戸数に４０％の割合を乗じて算

出した数値以上の台数とし、開発区域

内に設ける自動車駐車場は計画戸数

の３０％以上とする。ただし、平塚市

違法駐車等の防止に関する条例（平成８

年条例第４号）第６条に規定する違法駐

車等防止重点地域（次ページ参照）及び計画

戸数が１００戸以上の共同住宅につ

いては計画戸数に５０％の割合を乗

じて算出した数値以上の台数とし、開

発区域内に設ける自動車駐車場は計画

戸数の３５％以上とする。 

計画戸数に３０％の割合を乗じて算

出した数値以上の台数とし、開発区

域内に設ける自動車駐車場は計画戸

数の１５％以上とする。 

その他の 

用途地域 

計画戸数に６０％の割合を乗じて算

出した数値以上の台数とし、開発区域

内に設ける自動車駐車場は計画戸数

の４０％以上とする。 

計画戸数に４０％の割合を乗じて算

出した数値以上の台数とし、開発区

域内に設ける自動車駐車場は計画戸

数の２０％以上とする。 

市街化調整区域 
計画戸数に１００％の割合を乗じて

算出した数値以上の台数とする。 

計画戸数に１００％の割合を乗じて

算出した数値以上の台数とする。 
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 備考 

＊１ 自動車駐車場を設置すべき台数を算出するに当たり、小数点以下の端数が生じた場合には、

当該端数は、切り捨てるものとする。 

 ＊２ 開発区域が設置台数の異なる区域にわたる場合には、当該区域ごとに算出した台数に、当

該開発区域でそれぞれの区域が占める割合を乗じて得た数値の和以上を設置すべき台数と

する。 

 ＊３ この表の規定にかかわらず、市街化区域内のワンルーム形式建築物の建築を目的とする開

発事業で開発区域の面積が５００㎡未満のものにあっては、別に定める基準により自動車駐

車場を設置するものとする。 

 

（イ） 計画戸数が３００戸以上の開発事業においては、自動車駐車場から自動車の出入

口を２箇所以上設けるものとする。ただし、これにより難い場合は、市長と協議の上、

出入口を設けるものとする。 

（ウ） 自動車駐車場の駐車ますの寸法及びその配置については、別に定める基準による。 

イ 自動二輪車（原動機付自転車を含む。）駐車場 計画戸数が６戸以上のワンルーム形式

建築物の建築を目的とする開発事業にあっては、計画戸数に１０パーセントの割合を乗じ

て算出した数値（当該数値に小数点以下の端数が生じた場合には、当該端数は切り捨てる

ものとする。）以上の台数（計画戸数が１０戸未満の場合は、１台）以上とする。ただし、

開発区域内にアの基準を超える自動車駐車場を設置した場合には、この限りでない。 

ウ 自転車駐輪場 計画戸数以上の台数とする。ただし、ワンルーム形式建築物の建築を目

的とする開発事業にあっては、計画戸数から開発区域内に設置する自動車駐車場台数を除

いた数値以上の台数とすることができる。 

（２） 入居者の利用形態等の理由により前号の規定により難いと市長が認めた場合は、市長と

協議して決定する。 

（３） 第１号に規定する用途及び葬祭場以外の開発事業における駐車場の設置は、別に定める

基準による。 

 違法駐車等防止重点地域図
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４ 文化財の保護区域 

【条例別表第２第４項】 

（１） 開発区域内に文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）に規定する周知の埋蔵文化財包

蔵地又は規則※で定める区域を含む場合は、あらかじめ平塚市教育委員会と協議の上、埋蔵

文化財の保護に必要な措置を講ずること。 

（２） 前号に規定する場合のほか、開発事業に係る工事の施工中に埋蔵文化財を発見したときは、

直ちに、当該工事を中止し、平塚市教育委員会と協議の上、埋蔵文化財の保護に必要な措置

を講ずること。 

※規則第５５条 

１ 条例別表第２第４項第１号の規則で定める区域は、原則として埋蔵文化財包蔵地の縁辺から 

１００ｍ以内とする。 

 

５ 葬祭場の設置基準 

【条例別表第２第５項】 

（１） 開発区域内に霊きゅう車、マイクロバス等の発着場所を確保すること。 

（２） 駐車場等は、規則※で定める基準により確保すること。 

※規則第５６条 

１ 条例別表第２第５項第２号の規則で定める基準は、次のとおりとする。 

（１） 自動車駐車場は、１０台分以上設置することとし、葬祭場の用に供する部分の床面積が

５００㎡以上のときは、１０台に５００㎡を超える葬祭場の用に供する部分の床面積が５

０㎡を増すごとに１台を加えた台数分以上設置すること。 

（２） 前号に規定する自動車駐車場のうち、尐なくとも１０台分は、平面駐車場形式又は自走

式立体駐車場形式により開発区域内又は隣接する場所に設置すること。 

（３） 前２号の規定にかかわらず、開発区域の周辺に十分な駐車可能台数を有する時間貸し駐

車場等会葬者が必要に応じて円滑に駐車できる駐車施設がある場合は、市長と協議の上駐

車場設置台数を定めることができる。 

（４） 前３号の規定にかかわらず、当該開発事業が葬祭場の増改築等に当たるときは、市長と

協議の上決定すること。 

 

６ ワンルーム形式建築物の設置基準 

【条例別表第２第６項】 

（１） １区画の専有面積は、１８㎡以上とすること。ただし、規則※で定める場合は、この限り

でない。 

※規則第５７条 

１ 条例別表第２第６項第１号の規則で定める場合は、敷地面積又は建築物の規模、形状等により、

１区画の専有面積が同号に規定する１８㎡を確保できない場合とする。 

 

※条例第２５条第１項第２号オにより、ワンルーム形式建築物は１区画の専有面積が３０㎡未満の

建築物で浴室、便所及び台所を有するものと定義されている。 
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７ ペット霊園の設置基準 

【条例別表第２第７項】 

（１） 現に居住し、又は使用している建築物の敷地境界線から開発区域までの水平距離が１００

ｍ以上離れていること。 

（２） 施設等は、規則※で定める基準により設置すること。 

※規則第５８条 

１ 条例別表第２第７項第２号の規則で定める基準は、次のとおりとする。 

（１） 施設（火葬施設を除く。）の整備基準は、次のとおりとする。 

  ア 開発区域の面積の２０％以上の緑地を確保すること。この場合において、周辺の環境及

び近隣住民に配慮した配置とすること。 

  イ 施設を利用する者の利便性を考慮して自動車駐車場を設置すること。 

   ウ 隣地との境界には障壁等を設けること。 

   エ 施設の出入口には門扉を設けること。 

   オ 建築物の屋根、外壁その他外部から望見される施設は、美観を損なわない色彩及び装飾

とすること。 

（２） 火葬施設の整備基準 

  ア 空気取入口及び煙突の先端部以外に焼却設備内と外気とが接することなく焼却できる

構造であること。 

  イ 燃焼室は、ペットの死がいを焼却することにより発生するガス（以下この号において「燃

焼ガス」という。）を十分に抑制する構造であること。 

  ウ 燃焼ガスの温度を確認するための炉内温度計を設置すること。 

  エ 燃焼ガスの温度を一定に保持するために必要な装置が設けられていること。この場合に

おいて、助燃のための燃料は大気汚染が発生しない良質なものを使用すること。 

（３） 前２号に定めるもののほか、ペット霊園の設置に関し必要な事項は、別に定める基準に

よるものとする。 
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８ その他の整備基準 

【条例別表第２第８項】 

（１） テレビ電波障害については、規則※で定める措置を講ずること。 

（２） 近隣商業地域又は商業地域において共同住宅等の建築を目的とする開発事業にあっては、

規則※で定める措置を講ずるよう努めること。 

※規則第５９条 

１ 条例別表第２第８項第１号の規則で定める措置は、次のとおりとする。 

（１） 中高層建築物の建築により周辺区域に与えるテレビ放送の電波受信について事前に調査

し、その結果を市長に報告すること。 

（２） 前号に規定する報告により、著しい受信障害が発生し、又は発生するおそれがあると市

長が認める場合には、受信障害を解消し、又は抑制するために必要な措置を講ずること。 

（３） 前号の措置により事業者が施設を設置した場合には、当該施設の維持管理に関し関係者

と協議し、その結果を遵守すること。 

２ 条例別表第２第８項第２号の規則で定める措置は、次のとおりとする。 

（１） 市が別に定める商店街等に隣接する区域で行う開発事業にあっては、階数（当該区域が

接する道路面に設ける階を含む。次号において同じ。）２以上を商業施設として整備する

よう努めること。 

（２） 前号に規定する区域以外で行う開発事業にあっては、階数１以上を商業施設として整備

するよう努めること。 

（３） その他必要な協議事項については、別に定める。 
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開発事業の基準等 

 

１ 警察署長との協議 

【条例第５１条】 

１ 事業者は、規則※で定める開発事業を行おうとするときは、開発事業申請書を提出する前に、

犯罪の防止に配慮した計画、設備等について、所轄の警察署長と協議し、その内容を市長に報告

しなければならない。 

※規則第６０条 

１ 条例第５１条の規則で定める開発事業は、次に掲げる開発事業とする。 

（１） ２０戸以上の共同住宅等の建築を目的とする開発事業 

（２） 店舗の用に供する建築物で延べ面積の合計が１，０００㎡以上のものの建築を目的とす

る開発事業 

 

２ 開発区域内道路 

【条例第５３条】 

１ 法第３３条第３項に基づく政令第２９条の２第１項第２号の規定により開発区域内に整備さ

れる小区間で通行上支障がない場合の道路の幅員を、６ｍ以上とする。ただし、当該道路が別表

第３（下記参照）の左欄の区分ごとに、同表の中欄に掲げる道路の延長に該当するときは、それぞれ

の道路の延長に応じ、同表の右欄に掲げる道路の幅員とすることができる。 

２ 前項ただし書の規定は、次の各号のいずれにも該当する場合を除き、適用しない。 

（１） 当該道路の利用者が当該道路に面する敷地の居住者等に限られるとき。 

（２） 当該開発事業により建築物が建築されることに伴い周辺道路の交通量が増大すると見込ま

れないとき。 

３ 法第３３条第３項及び政令第２９条の２第１項第１２号に基づく都市計画法施行規則（昭和４

４年建設省令第４９号）第２４条第４号ただし書の規定により設置する階段状道路、同条第５号

ただし書の規定により設置する袋路状道路及び同条第６号の規定により設置する道路のまがり

かどの取扱い及び整備については、規則※で定める基準によるものとする。 

 

【条例別表第３】 

区分 道路の延長 道路の幅員 

通り抜け道路の場合 
１００ｍ以下 ４．５ｍ以上 

１００ｍを超え１２０ｍ以下 ５．０ｍ以上 

袋路状道路の場合 
７０ｍ以下 ４．５ｍ以上 

７０ｍを超え１００ｍ以下 ５．０ｍ以上 

備考 袋路状道路は、開発区域内に通り抜け道路を設置することが困難な場合に限り、その設置

を認める。 
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※規則第６１条 

１ 条例第５３条第３項の規則で定める基準は、次の各号に掲げる道路の種別に応じ、当該各号に

定めるとおりとする。 

（１） 階段状道路 次のアからウまでのいずれにも該当するものとする。 

  ア 区画数が４以下で戸建住宅の建築を目的とする開発事業であること。 

イ 階段の幅員は４ｍ以上、踏面の寸法は３０ｃｍ以上、蹴上げの寸法は１５ｃｍ以下で

あること。 

ウ 階段の高低差３ｍ以内ごとに、踏面１．２ｍ以上の踊り場を設けること。 

（２） 袋路状道路 次のアからエまでのいずれかに該当するものとする。 

   ア 幅員が６ｍ以上であること。 

イ 総延長が３５ｍ以下であること。 

ウ 延長が３５ｍを超える場合には、当該道路の終端及び３５ｍ以内ごとに自動車の転回

広場が設けられていること。ただし、当該道路の延長が３５ｍを超え４１ｍ以下（幅員

が５．０ｍ以上の道路にあっては、４６．５ｍ以下）である場合には、終端のみとする

ことができる。 

   エ アからウまでに掲げるもののほか、当該開発区域の周囲の状況を勘案して市長が避難

上及び通行上支障がないと認められるものであること。 

（３） まがりかど 別表第１及び別表第２（１９ページ参照）のとおりとする。ただし、道路と道路と

の交差角が１３５度を超える場合には、この限りでない。 
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   平塚市まちづくり条例 

目次 

第１章 総則（第１条～第６条） 

第２章 まちづくり基本計画（第７条・第８条） 

第３章 市民主体のまちづくり 

第１節 地区まちづくり（第９条～第１３条） 

第２節 都市計画の決定又は変更の提案に関する手続等（第１４

条～第１７条） 

第３節 地区計画等の案の作成手続（第１８条～第２０条） 

第４章 市が発意するまちづくり 

第１節 市が発意するまちづくり計画（第２１条） 

第２節 都市計画の決定又は変更の手続等（第２２条・第２３条） 

第５章 協議・調整のまちづくり 

第１節 大規模土地取引行為の届出等（第２４条） 

第２節 開発事業の手続（第２５条～第４６条） 

第３節 建築確認申請に係る届出等（第４７条） 

第４節 開発事業の基準等（第４８条～第５１条） 

第５節 都市計画法に定める開発許可の基準（第５２条～第５５

条） 

第６節 開発事業に係る紛争の予防及び調整（第５６条～第６０

条） 

第６章 まちづくりの支援等（第６１条・第６２条） 

第７章 雑則（第６３条～第６９条） 

第８章 罰則（第７０条・第７１条） 

 附則 

 

第１章 総則 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、まちづくりにおける基本理念を定め、並びに市、

市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、まちづくりの基本

となる事項、身近な地区のまちづくり及び地域資源をいかしたまち

づくりの仕組み、開発事業に伴う手続及び基準並びに都市計画法

（昭和４３年法律第１００号。以下「法」という。）の規定に基づ

く都市計画の手続及び開発許可の基準を定めることにより、都市の

健全な発展と秩序ある整備を図り、市の魅力ある自然、歴史、文化、

産業などの特性をいかした活力とにぎわいのあるまち及び安心し

て住み続けることのできるまちを实現することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。 

（１） 市民 市内に住所を有する者、市内に在勤し、又は在学する

者、市内で事業を営む者、市内に土地又は建築物を所有する者

その他規則で定める者をいう。 

（２） 公益施設 集会所、小学校、中学校、保育所その他の生活に

必要な施設のうち法第４条第１４項に規定する公共施設に該

当しないものをいう。 

（３） 開発事業 法第４条第１２項に規定する開発行為、建築基 

準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第１３号に規定する

建築その他規則で定める行為をいう。 

（４） 事業者 開発事業を行おうとする者及び開発事業を行う者 

をいう。 

（５） 開発区域 開発事業に係る土地の区域をいう。 

（６） 近隣住民 開発区域の近隣で規則で定める距離以内の区域

（次号において「近隣区域」という。）において土地を所有す

る者又は建築物の全部若しくは一部を占有し、若しくは所有す

る者をいう。 

（７） 周辺住民 近隣区域の周辺で規則で定める距離以内の区域 

において土地を所有する者又は建築物の全部若しくは一部を

占有し、若しくは所有する者をいう。 

２ 前項に定めるもののほか、この条例における用語の意義は、法、

建築基準法及び建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）の

例による。 

（まちづくりの基本理念） 

第３条 まちづくりは、市民自らが主体となってこれに参加し、市、

市民及び事業者が相互の責任と信頼の下に、協働して行われなけれ

ばならない。 

 

２ まちづくりは、市民全体の幸福が实現され、次世代へと継承して

いくため、総合的かつ計画的に行われなければならない。 

３ まちづくりは、公共の福祉を優先するとともに、人と自然との共

生を図り、環境への負荷の尐ない持続的発展が可能なものとなるよ

うに行われなければならない。 

（市の責務） 

第４条 市は、前条に定めるまちづくりの基本理念（以下「基本理念」

という。）にのっとり、良好なまちづくりのための計画を策定し、

必要な施策を实施しなければならない。 

２ 市は、基本理念にのっとり、市民に対してまちづくりに関する情

報を提供し、市民の主体的なまちづくりの支援に努めなければなら

ない。 

３ 市は、基本理念にのっとり、事業者に対し、まちづくりの推進に

関し必要な指導又は助言を行わなければならない。 

（市民の責務） 

第５条 市民は、基本理念にのっとり、自らが協働によるまちづくり

の担い手であることを認識し、まちづくりの实現に積極的に取り組

むとともに、市が实施するまちづくりに関する施策（以下「市の施

策」という。）に協力しなければならない。 

（事業者の責務） 

第６条 事業者は、基本理念にのっとり、自らが協働によるまちづく

りの担い手であることを認識し、良好な環境が確保されるよう必要

な措置を講ずるとともに、市の施策に協力しなければならない。 

 

第２章 まちづくり基本計画 

 

（まちづくり基本計画） 

第７条 市長は、良好なまちづくりを推進するため、次に掲げる計画

等を「まちづくり基本計画」として定めるものとする。 

（１） 法第１８条の２第１項の規定により市が定める都市計画に 

関する基本的な方針 

（２） 都市緑地法（昭和４８年法律第７２号）第４条第１項の規定

により市が定める緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計

画 

（３） 市が定める都市景観の形成を図る指針 

（４） その他まちづくりに関し市長が必要と認めた計画 

２ 市の施策は、まちづくり基本計画に基づき行われなければならな

い。 

（まちづくり基本計画の見直し） 

第８条 市長は、社会情勢の変化に的確に対応するとともに、市の施

策を効果的に推進するため、まちづくり基本計画の見直し等を適宜

行わなければならない。この場合において、市長は、市民の意見を

反映するよう努めなければならない。 

 

第３章 市民主体のまちづくり 

第１節 地区まちづくり 

 

（地区まちづくり） 

第９条 地区まちづくりは、法第１２条の４第１項に規定する地区計

画等（以下「地区計画等」という。）を定めることを主たる目的と

した計画又は实践活動で、身近な地区の特性をいかしたまちづくり

に関し、地区住民（地区まちづくりを行おうとする一定の区域内に

住所を有する者、事業を営む者、土地又は建築物を所有する者その

他規則で定める利害関係を有する者をいう。以下同じ。）が主体と

なって行うものとする。 

（地区まちづくり協議会） 

第１０条 市長は、第４項に規定する場合を除き、次の各号に掲げる

要件のいずれにも適合する団体を地区まちづくり協議会（以下「協

議会」という。）として認定することができる。 

（１） 区域の面積が一体として３，０００平方メートル以上である

地区まちづくりを行おうとする団体であること。 

（２） 団体の構成員が地区住民であること。 

（３） 団体の目的及び活動の方針が基本理念に即していること。 

（４） 地区住民の自発的参加の機会及び団体における活動等の公 

開性が保障されていること。 

（５） 重要な意思決定に参加する権利を団体の構成員に保障する 

旨の規約を有していること。 
２ 地区住民は、協議会を設立するための準備組織として、規則で定

めるところにより、地区まちづくり準備会を結成することができ

る。 
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３ 協議会の認定を受けようとする団体は、規約その他規則で定める

図書を添えて市長に申請しなければならない。 

４ 市長は、規則で定める団体が協議会の認定を申し出た場合には、

協議会として認定することができる。 

５ 市長は、第１項の規定による認定を行うに当たり必要があると認

めるときは、平塚市都市計画審議会（以下「審議会」という。）の

意見を聴くことができる。 

６ 市長は、第１項又は第４項の規定による認定を行ったときはその

旨を告示するとともに、当該団体の代表者に通知し、認定を行わな

かったときはその旨及び理由を当該団体の代表者に通知しなけれ

ばならない。 

７ 協議会は、規則で定めるところにより、市長に対してその活動成

果を報告しなければならない。 

８ 市長は、前項に規定する報告を受けたときは、遅滞なく、当該報

告の内容を公開しなければならない。 

９ 市長は、協議会が次の各号のいずれか（第４項の規定により認定

を受けた協議会にあっては、第２号）に該当すると認めたときは、

その認定を取り消すことができる。 

（１） 第１項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったと

き。 

（２） 第７項の規定による報告を行わなかったとき。 

１０ 市長は、協議会が解散したときは、その認定を取り消さなけれ

ばならない。 

１１ 市長は、第９項の規定による取消しを行うに当たり必要がある

と認めるときは、審議会の意見を聴くことができる。 

１２ 市長は、第９項又は第１０項の規定による取消しを行ったとき

は、その旨を告示するとともに、当該取消しを受けた協議会の代

表者に通知しなければならない。 

（地区まちづくり計画） 

第１１条 協議会は、当該地区のまちづくりの方針及び具体的な事項

で規則で定めるものにより構成する地区まちづくり計画を策定す

ることができる。 

２ 協議会は、地区まちづくり計画を策定しようとするときは、あら

かじめ地区住民を対象とした説明会を開催するとともに、当該計画

を周知するための措置を講じなければならない。 

３ 地区住民は、前項の説明会の開催の日の翌日から起算して２週間

以内に、当該協議会に対し、当該地区まちづくり計画に関する意見

書を提出することができる。 

４ 協議会は、前項の意見書の提出を受けたときは、当該意見書に対

する見解書を作成し、遅滞なく、当該地区住民に公表しなければな

らない。 

５ 協議会は、前３項に規定する手続を経て、当該地区住民のおおむ

ね３分の２以上の同意が得られたときは、これを証する書面、第３

項の意見書及び前項の見解書を添えて、市長に地区まちづくり計画

を申請することができる。 

６ 市長は、前項の規定により申請を受けた地区まちづくり計画につ

いて、まちづくり基本計画、市の施策及び既に認定を受けた地区ま

ちづくり計画との整合性並びに当該地区まちづくり計画の实現可

能性を検討した上で、当該地区まちづくり計画を認定することがで

きる。 

７ 市長は、地区まちづくり計画の認定を行うときは、あらかじめ、

規則で定める事項について審議会の意見を聴かなければならな

い。 

８ 市長は、地区まちづくり計画の認定を行ったときはその旨を告示

するとともに、当該協議会の代表者に通知し、認定を行わなかった

ときはその旨及び理由を当該協議会の代表者に通知しなければな

らない。 

（事業者の地区まちづくり計画の遵守） 

第１２条 事業者は、認定を受けた地区まちづくり計画がある区域内

においては、当該地区まちづくり計画の内容を尊重して開発事業を

行うよう努めなければならない。 

２ 事業者は、前項の区域内において開発事業を行う場合には、当該

協議会に対し、当該開発事業についての説明会を開催しなければな

らない。 

（まちづくり基本計画等への反映） 

第１３条 市長は、まちづくり基本計画の見直し等を行う場合には、

認定を受けた地区まちづくり計画をまちづくり基本計画及び市の

施策に反映させるものとする。 

 

第２節 都市計画の決定又は変更の提案に関する手続等 

 

（都市計画提案面積の最低規模） 

第１４条 都市計画法施行令（昭和４４年政令第１５８号。以下「政

令」という。）第１５条の２の規定により、計画提案に係る規模を、

３，０００平方メートルとする。 

（都市計画提案団体の指定） 

第１５条 法第２１条の２第２項に規定する条例で定める団体は、第

１０条第１項又は第４項の規定により協議会として認定を受けた

団体とする。 

（都市計画の提案に係る事前届出及び支援） 

第１６条 法第２１条の２第１項又は第２項の規定による都市計画

の決定又は変更の提案をしようとするもの（以下「都市計画提案者」

という。）は、次条第１項に規定する都市計画提案書を提出する前

に、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。 

２ 市長は、前項の規定による届出があった場合において、当該都市

計画提案者から支援の要請があったときは、まちづくりに関する情

報の提供その他必要な支援を行うことができる。 

３ 市長は、第１項の規定による届出があったときは、当該都市計画

提案者に対し、まちづくり基本計画及び市の施策に即した提案とな

るよう協議を求めることができる。 

（都市計画の提案に関する手続） 

第１７条 都市計画提案者は、規則で定めるところにより、都市計画

提案書を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の都市計画提案書の提出を受けたときは、法第２１

条の２第３項に規定する事項、まちづくり基本計画及び市の施策に

適合するかどうか審査し、適合すると認めるときはその旨を告示す

るとともに、当該都市計画提案書を当該告示の日の翌日から起算し

て２週間公衆の縦覧に供しなければならない。 

３ 市長は、前項に規定する縦覧期間満了の日までに、都市計画提案

者の出席を求め、当該都市計画提案書に基づく提案の内容（以下こ

の条において「都市計画提案」という。）についての説明会を開催

し、市民の意見を聴かなければならない。 

４ 市民は、第２項に規定する告示の日の翌日から起算して３週間以

内に、市長に対し、都市計画提案に関する意見書を提出することが

できる。 

５ 市長は、前項の意見書の提出を受けたときは、速やかに、 

その写しを都市計画提案者に送付しなければならない。 

６ 都市計画提案者は、第４項の意見書の写しの送付を受けたとき

は、遅滞なく、当該意見書に対する見解書を市長に提出しなければ

ならない。 

７ 市長は、前項の見解書の提出を受けたときは、速やかに、当該見

解書を公表しなければならない。 

８ 市長は、第３項の説明会、第４項の意見書及び第６項の見解書の

内容を考慮し、必要があると認めるときは、当該都市計画提案につ

いて公聴会を開催することができる。 

９ 市長は、前各項の規定による手続を経て当該都市計画提案に係る

見解を定めたときは、その旨を都市計画提案者に通知するととも

に、当該見解を公表しなければならない。 

１０ 市長は、前項の見解に基づき、都市計画の決定又は変更をする

必要があると認めるときは速やかに都市計画の案を作成し、その必

要がないと認めるときは同項の見解を付して審議会の意見を聴か

なければならない。 

 
第３節 地区計画等の案の作成手続 

 

（地区計画等の原案の申出） 

第１８条 認定を受けた地区まちづくり計画を策定した協議会及び

事業者は、規則で定めるところにより、地区計画等の案となるべき

事項（以下「地区計画等の原案」という。）を市長に申し出ること

ができる。 
（地区計画等の原案の申出に係る事前届出及び支援） 

第１９条 地区計画等の原案の申出を行おうとする者は、あらかじ

め、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。 

２ 市長は、前項の規定による届出があった場合において、当該届出

をした者から地区計画等の原案の申出に関する支援の要請があっ

たときは、地区計画等に関する情報の提供その他必要な支援を行う

ことができる。 
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３ 市長は、第１項の規定による届出があったときは、当該届出をし

た者に対し、まちづくり基本計画及び市の施策に即した申出となる

よう協議を求めることができる。 

（地区計画等の案の作成手続） 

第２０条 市長は、第１８条の規定による申出を受け、地区計画等の

原案を作成するに当たり必要があると認めるときは、 

説明会の開催その他市民に周知するための措置を講ずるものとす

る。 

２ 市長は、地区計画等の案を作成しようとするときは、あらかじめ、

次に掲げる事項を告示するとともに、当該地区計画等の原案及び当

該地区計画等の決定又は変更をする理由書を、当該告示の日の翌日

から起算して２週間公衆の縦覧に供しなければならない。 

（１） 地区計画等の原案のうち種類、名称、位置及び区域 

（２） 縦覧の場所及び期間 

３ 法第１６条第２項に規定する者は、前項に規定する告示の日の翌

日から起算して３週間以内に、市長に対し、地区計画等の原案に関

する意見書を提出することができる。 

４ 市長は、前項の意見書の提出を受けたときは、当該意見に対する

見解書を作成するとともに、当該見解書及び同項の意見書の写しを

公表しなければならない。 

 

第４章 市が発意するまちづくり 

第１節 市が発意するまちづくり計画    

 

（市が発意するまちづくり計画） 

第２１条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、市が主体

となってまちづくりを重点的に推進するときは、市が発意するまち

づくりの計画（以下この条において「まちづくり計画」という。）

を策定するよう努めなければならない。 

（１） まちづくり基本計画において特に市街地整備が必要とされ 

るとき。 

（２） 公共施設の整備に伴い周辺地域に大きな影響を及ぼすこと 

が予想されるとき。 

（３） 前２号に掲げるもののほか、優先的な整備又は緊急の対応 

によるまちづくりが必要とされるとき。 

２ 市長は、まちづくり計画を策定する場合には、検討経過を適宜公

開し、市民の意見を広く把握するための工夫を行うよう努めなけれ

ばならない。 

３ 市長は、まちづくり計画を決定するに当たり当該地区に認定を受

けた地区まちづくり計画がある場合には、これらの計画が整合する

よう配慮しなければならない。 

４ 市長は、まちづくり計画を決定するに当たり必要があると認める

ときは、審議会の意見を聴くことができる。 

 

第２節 都市計画の決定又は変更の手続等 

 

（都市計画の決定又は変更の案の作成手続） 

第２２条 市長は、都市計画の案の内容となるべき事項（地区計画等

の原案を除く。次項において「都市計画の原案」という。）を作成

しようとするときは、市民の意見を反映させるため、説明会の開催

その他必要な措置を講ずるものとする。 

２ 市長は、都市計画の案（地区計画等に係るものを除く。次項にお

いて同じ。）を作成しようとするときは、前項の規定による手続を

経て作成された都市計画の原案を市民に周知するため、説明会の開

催その他必要な措置を講ずるものとする。 

３ 市長は、法第１５条の２第１項の規定により神奈川県に対し都市

計画の案を申し出るときは、前２項に規定する手続を経るよう努め

なければならない。 

４ 市長は、法第１６条第１項の公聴会を開催した場合で、公述人か

ら意見があったときは、当該意見に対して書面により回答するとと

もに、その内容を公表しなければならない。 

（都市計画の決定又は変更の手続） 

第２３条 市長は、都市計画の決定又は変更をするに当たり必要があ

ると認めるときは、説明会の開催その他都市計画の案を市民に 

周知するための措置を講ずるものとする。 

 

２ 市長は、法第１７条第２項の規定により提出を受けた意見書に対

する見解書を作成し、当該見解書の縦覧場所等を告示するととも

に、当該告示の日の翌日から起算して２週間公衆の縦覧に供しなけ

ればならない。 

３ 市長は、都市計画の案を審議会に諮問するときは、法第１７条第

２項に規定する意見書及び前項の規定により作成した見解書を添

えなければならない。 

４ 市長は、法第１８条第１項の規定により、神奈川県が決定又は変

更をする都市計画に関して意見を述べるときは、審議会の意見を聴

かなければならない。 

 

第５章 協議・調整のまちづくり 

第１節 大規模土地取引行為の届出等    

 

（大規模土地取引行為の届出等） 

第２４条 ５，０００平方メートル以上（市街化調整区域内において

は３，０００平方メートル以上）の土地に関する所有権、地上権若

しくは賃借権又はこれらの権利の取得を目的とする権利の移転又

は設定（対価を得て行われるものに限る。）を行う契約（予約を含

む。）を締結して土地に関する権利を移転し、又は設定しようとす

る者（以下この条において「大規模土地所有者等」という。）は、

当該契約を締結する日の前日から起算して６月前までに、規則で定

めるところにより、その内容を市長に届け出なければならない。た

だし、当該契約の内容により市長が届出の必要がないと認めるとき

は、この限りでない。 

２ 前項本文の規定にかかわらず、市長は、同項本文の規定による届

出を６月前までにすることが困難であると認めるときは、当該届出

は、当該契約を締結する日の前日から起算して３月前までとするこ

とができる。 

３ 市長は、第１項の規定による届出があったときは、必要に応じて

審議会の意見を聴いた上で、当該大規模土地所有者等に対し、まち

づくり基本計画及び市の施策に即した土地利用となるよう協議を

求めることができる。 

４ 大規模土地所有者等は、前項の協議を求められたときは、これに

応じなければならない。 

 

第２節 開発事業の手続 

 

（適用対象） 

第２５条 この節に規定する手続を経なければならない開発事業は、

次の各号に掲げる種別に区分された開発事業とし、各区分に該当す

る開発事業は、当該各号に定めるものとする。 

（１） 第１種開発事業 次のいずれかに該当するものとする。 

  ア 開発区域の面積が５，０００平方メートル以上（市街化調整

区域内においては、３，０００平方メートル以上）のもの 

イ 地階を除く階数が６以上又は高さが１５メートル以上の建

築物で、かつ、延べ面積が３，０００平方メートル以上のもの 

ウ 建築物の延べ面積が６，０００平方メートル以上のもの 

エ 共同住宅で戸数が５０戸以上のもの 

オ その他第１種開発事業として規則で定めるもの 

（２） 第２種開発事業 次のいずれかに該当するものとする。 

  ア 開発区域の面積が３，０００平方メートル以上５，０００平

方メートル未満（市街化調整区域内においては、１，０００平

方メートル以上３，０００平方メートル未満）のもの 

  イ 地階を除く階数が３以上又は高さが１０メートル以上の建

築物で、かつ、延べ面積が５００平方メートル以上３，０００

平方メートル未満のもの 

ウ 建築物の延べ面積が３，０００平方メートル以上６，０００

平方メートル未満のもの 

エ 店舗の用に供する建築物で延べ面積が１，０００平方メート

ル以上のもの 

オ ワンルーム形式建築物（１区画の専有面積が３０平方メート

ル未満の建築物で浴室、便所及び台所を有するものをいう。以

下同じ。）で戸数が２０戸以上のもの 

（３） 第３種開発事業 次のいずれかに該当するものとする。 

ア 開発区域の面積が５００平方メートル以上３，０００平方メ

ートル未満（市街化調整区域内においては、１，０００平方メ

ートル未満）のもの（１棟の戸建住宅（住宅で事務所、店舗そ

の他これらに類する用途を兼ねるものを含む。以下同じ。）又

は戸建住宅の附属建築物の建築を目的とする開発事業を除く。 
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イ及びウにおいて同じ。） 

イ 地階を除く階数が３以上又は高さが１０メートル以上の

建築物で、かつ、延べ面積が５００平方メートル未満のもの 

ウ 建築物の延べ面積が５００平方メートル以上３，０００平

方メートル未満のもの      

エ ワンルーム形式建築物で戸数が６戸以上２０戸未満のも

の 

オ 建築物の建築を目的とする開発事業で区画数が５以上の

もの 

カ その他第３種開発事業として規則で定めるもの 

（４） 第４種開発事業 建築基準法第６条の規定による建築確認申

請書又は同法第１８条第２項の規定による計画通知書を必要

とするもの（１棟の戸建住宅（市街化調整区域内の１棟の戸建

住宅で開発許可が必要なものを除く。）又は戸建住宅の附属建

築物の建築を目的とする開発事業その他市長が特に認めるも

のを除く。） 

２ 前項の場合において、開発事業が同項各号の２以上の号に掲げる

区分に該当するときは、当該開発事業は、最も種別の数が小さい区

分に該当するものとする。ただし、当該開発事業が２以上の号に掲

げる区分に該当し、かつ、そのいずれかが同項第３号カに規定する

開発事業に該当するときは、当該開発事業は、第３種開発事業とす

る。 

３ 建築物の増築又は改築を目的とする開発事業で第１項各号に規

定する開発事業のいずれかに該当するときは、当該開発事業は、開

発区域の面積にかかわらず、当該建築物の増築又は改築を行う延べ

面積により同項各号に規定する開発事業を適用するものとする。 

 （一団の土地に関する取扱い） 

第２６条 一団の土地（次の各号のいずれかに該当する土地をいう。）

において、同時に、又は引き続いて行う開発事業であって、全体と

して一体的な土地の利用を行う場合には、これらの開発事業は、一

の開発事業とみなす。 

（１） 所有者が同一の土地 

（２） 既に開発事業に着手した土地に隣接する土地で当該開発事業

に着手した日の前日から起算して前１年以内に所有者が同一

であったもの 

（３） 物理的に一体として利用されている土地 

２ 先行する開発事業とその区域以外の部分で行う開発事業との一

連性の判断基準及び取扱いは、規則で定めるところによる。 

（開発基本計画書の提出） 

第２７条 事業者は、第２５条第１項第１号又は第２号に規定する開

発事業を行おうとするときは、当該開発事業の区域内における土地

利用、建築物の概要等に関する計画（以下「開発基本計画」という。）

を策定し、規則で定めるところにより、開発基本計画書を市長に提

出しなければならない。 

２ 市長は、前項の開発基本計画書の提出を受けたときは、規則で定

めるところにより、その写しを公衆の縦覧に供しなければならな

い。 

（開発基本計画の周知等） 

第２８条 事業者は、前条第１項の開発基本計画書を提出したとき

は、当該提出の日の翌日から起算して１週間以内に、開発区域内の

見やすい場所に当該開発事業が完了するまでの間、規則で定めると

ころにより、開発事業計画板を設置しなければならない。この場合

において、事業者は、速やかに、その旨を市長に届け出なければな

らない。 

２ 事業者は、前項前段の規定により開発事業計画板を設置したとき

は、当該設置の日の翌日から起算して２週間以内（当該開発事業に

ついて他の法令等の規定により説明会を開催する等市長が特別の

事情があると認める場合にあっては、事業者と協議の上市長が定め

る日まで）に、近隣住民、周辺住民その他市長が特に認めるもの（以

下「近隣住民等」という。）に対し、説明会を開催して開発基本計

画の内容を説明し、当該開発基本計画に対する意見及び要望を聴か

なければならない。 

３ 事業者は、前項の説明会を開催したときは、当該開催の日の翌日

から起算して１週間以内に、規則で定めるところにより、説明会の

内容を記載した報告書（以下「説明会告書」という。）を市長に提

出しなければならない。 

４ 市長は、前項の説明会報告書の提出を受けたときは、規則で定め

るところにより、その写しを公衆の縦覧に供しなければならない。 

 

５ 近隣住民等は、第２項の説明会の開催の日の翌日から起算して２

週間以内に、事業者に対し、再度説明会の開催を求めることができ

る。 

６ 事業者は、前項の規定により説明会の開催を求められたときは、

これに応じなければならない。この場合における説明会報告書の提

出及び縦覧については、第３項及び第４項の規定を準用する。 

７ 第１項の規定は、第２５条第１項第３号に規定する開発事業につ

いて準用する。この場合において、第１項中「事業者は、前条第１

項の開発基本計画書を提出したときは、当該提出の日の翌日から起

算して１週間以内に」とあるのは「事業者は、開発事業を行おうと

するときは」と読み替えるものとする。 

（開発基本計画に関する意見書の提出） 

第２９条 近隣住民等は、前条第２項の説明会の開催の日の翌日から

起算して２週間以内に、開発事業に関する意見書を市長に提出する

ことができる。同条第６項の説明会の場合についても、同様とする。 

２ 市長は、前項の意見書の提出を受けたときは、同項に規定する期

間を経過した後、速やかに、その写しを事業者に送付しなければな

らない。 

３ 事業者は、第１項の意見書の写しの送付を受けたときは、速やか

に、当該意見に対する見解書を市長に提出しなければならない。 

４ 市長は、前項の見解書の提出を受けたときは、規則で定めるとこ

ろにより、当該見解書及び第１項の意見書の写しを公衆の縦覧に供

しなければならない。 

（開発基本計画に関する指導又は助言） 

第３０条 市長は、第２７条第１項の規定による開発基本計画書の提

出があったときは、当該開発基本計画がまちづくり基本計画及び市

の施策に即したものとなるように、事業者に対し、必要な指導又は

助言を行うことができる。この場合において、市長は、指導又は助

言を行うに当たり必要があると認めるときは、審議会の意見を聴く

ことができる。 

（事前協議書の提出） 

第３１条 事業者は、開発事業を行おうとする時までに、規則で定め

るところにより、開発事業事前協議書（以下「事前協議書」という。）

を市長に提出しなければならない。ただし、次の各号に掲げる開発

事業にあっては、当該各号に定める時に提出しなければならない。 

（１） 第２５条第１項第１号に規定する開発事業 第２８条第３ 

項（同条第６項において準用する場合を含む。）の規定による

説明会報告書の提出後（第２９条第１項の規定による意見書が

提出され、同条第３項の規定による見解書が提出された場合に

あっては、当該見解書の提出後） 

（２） 第２５条第１項第２号並びに第３号イ、ウ及びカに規定す 

る開発事業 第２８条第３項（同条第６項及び第３２条第４項

において準用する場合を含む。）の規定による説明会報告書の

提出後 

（３） 第２５条第１項第３号（イ、ウ及びカを除く。）に規定す 

る開発事業 第２８条第７項において準用する同条第１項の

規定による開発事業計画板を設置した旨の届出後 

２ 前項の場合において、市長は、事業者に対して必要な指導又は助

言を行うことができる。 

３ 市長は、第１項の事前協議書の提出を受けたときは、規則で定め

るところにより、その写しを公衆の縦覧に供しなければならない。 

（近隣住民等への周知） 

第３２条 近隣住民等は、前条第１項の事前協議書の提出の日の翌日

から起算して２週間以内に、事業者に対して当該開発事業の内容に

ついて説明会の開催を求めることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、事業者は、第２５条第１項第３号イ、

ウ及びカに規定する開発事業を行おうとするときは、第２８条第７

項において準用する同条第１項の規定により開発事業計画板を設

置した日の翌日から起算して２週間以内に、近隣住民等に対し説明

会を開催しなければならない。 

３ 事業者は、第１項の説明会の開催を求められ当該開発事業の内容

について説明会を開催したとき又は前項の説明会を開催したとき

は、当該開発事業に対する意見及び要望を聴くとともに、説明会報

告書を市長に提出しなければならない。 

４ 第２８条第３項の規定は前項の規定により事業者が説明会報告

書を市長に提出する場合について、同条第４項の規定は前項の規定

により市長が説明会報告書の提出を受けた場合について準用する。 
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（開発事業に関する意見書の提出） 

第３３条 近隣住民等は、前条第３項の説明会の開催の日の翌日から

起算して２週間以内に、当該開発事業に関する意見書を市長に提出

することができる。 

２ 市長は、前項の意見書の提出を受けたときは、同項に規定する期

間を経過した後、速やかに、その写しを事業者に送付しなければな

らない。 

３ 事業者は、第１項の意見書の写しの送付を受けたときは、速やか

に、当該意見に対する見解書を市長に提出しなければならない。 

４ 市長は、前項の見解書の提出を受けたときは、規則で定めるとこ

ろにより、当該見解書及び第１項の意見書の写しを公衆の縦覧に供

しなければならない。 

（開発事業に関する協議事項の通知） 

第３４条 市長は、あらかじめ開発事業の申請について協議すべき事

項を記載した書面（以下「事前協議通知書」という。）を作成し、

事業者に通知するものとする。 

２ 事業者は、前項に規定する通知を受けたときは、市長と協議しな

ければならない。 

（開発事業の申請等） 

第３５条 事業者は、開発事業の申請を行うときは、前条第２項の規

定による協議が完了した後に開発事業申請書、事前協議通知書その

他規則で定める書類を市長に提出しなければならない。ただし、第

３２条第１項の説明会の開催を求められた当該開発事業の内容に

ついて説明会を開催した場合は、前条第２項の規定による協議が完

了し、当該説明会の開催の日の翌日から起算して２週間が経過した

後（第３３条第１項の規定による意見書が提出され、同条第３項の

規定による見解書が提出された場合にあっては、当該見解書の提出

後）に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の開発事業申請書の提出を受けたときは、規則で定

めるところにより、その写しを公衆の縦覧に供しなければならな

い。 

（開発基準の適合審査） 

第３６条 市長は、前条第１項の開発事業申請書の提出を受けたとき

は、その内容が第４節（第５１条を除く。）に定める開発事業の基

準（以下この節において「審査基準」という。）に適合しているか

どうかを審査するものとする。 

（承認書の交付等） 

第３７条 市長は、前条の規定による審査の結果、当該開発事業が審

査基準に適合していると認めるときはその旨を記載した書面（以下

「開発基準適合承認書」という。）を、適合していないと認めると

きは補正すべき内容、理由及びその期限を記載した書面（次項にお

いて「開発事業計画補正通知書」という。）を規則で定める期間内

に事業者に交付するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により開発事業計画補正通知書の交付を受け

た事業者が当該開発事業計画補正通知書の内容に従って補正をし

たときは開発基準適合承認書を、その内容に従った補正をしないと

きは開発基準不適合通知書を交付するものとする。 

３ 市長は、前２項の規定により開発基準適合承認書又は開発基準不

適合通知書を交付したときは、規則で定めるところにより、その写

しを公衆の縦覧に供しなければならない。 

（協定の締結） 

第３８条 市長は、審査基準のほか必要があると認める事項について

事業者と協議を行い、その内容を記載した書面を作成し、協定を締

結することができる。 

２ 前項の規定は、同項に規定する協議の内容を変更する場合につい

て準用する。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限

りでない。 

（開発事業を変更する場合の手続） 

第３９条 事業者は、第３５条第１項の開発事業申請書の提出から第

３７条第１項又は第２項の開発基準適合承認書が交付されるまで

の間に開発事業の計画を変更しようとするときは、遅滞なく、その

旨を書面により市長に届け出なければならない。ただし、第３４条

第１項の事前協議通知書の記載事項に基づく変更又は規則で定め

る軽微な変更をするときは、この限りでない。 

２ 事業者は、第３７条第１項又は第２項の開発基準適合承認書の交

付後に開発事業の計画を変更しようとするときは、当該計画の変更

内容等を記載した書面を市長に提出し、その内容が審査基準に適合

していることを確認した書面（以下「開発基準適合再承認書」とい

う。）の交付を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微

な変更をするときは、この限りでない。 

 

３ 事業者は、第１項本文の規定による届出又は前項本文の規定によ

る提出をするときは、あらかじめ、第２８条第１項（同条第７項に

おいて準用する場合を含む。）の規定により設置した開発事業計画

板に記載された事項を変更しなければならない。 

４ 事業者は、第１項本文の規定による届出又は第２項本文の規定に

よる提出をしたときは、近隣住民等に対し説明会を開催して開発事

業の内容を説明し、当該開発事業の変更に対する意見及び要望を聴

くとともに、説明会報告書を市長に提出しなければならない。ただ

し、近隣住民等に影響がない場合として規則で定める場合は、この

限りでない。 

５ 第２８条第３項の規定は前項の規定により事業者が説明会報告

書を市長に提出する場合について、同条第４項の規定は前項の規定

により市長が説明会報告書の提出を受けた場合について準用する。 

（開発事業に関する工事着手等の制限） 

第４０条 事業者は、第３７条第１項又は第２項に規定する開発基準

適合承認書の交付を受けた日以後でなければ、開発事業に関する工

事に着手してはならない。 

２ 事業者は、第３８条第１項（同条第２項において準用する場合を

含む。以下同じ。）の規定により市長が協定を締結する必要がある

と認めたときは、当該協定を締結した日以後でなければ、開発事業

に関する工事に着手してはならない。 

３ 事業者は、前条第２項の開発基準適合再承認書の交付を受けなけ

ればならないときは、その交付を受けた日以後でなければ、当該変

更に係る開発事業に関する工事に着手してはならない。 

（工事の施工等） 

第４１条 事業者は、開発事業に関する工事に着手するときは、あら

かじめ、近隣住民及び周辺住民と協議し、当該工事の施工方法等に

ついて協定を締結するよう努めなければならない。 

２ 事業者は、開発事業に関する工事に着手したとき、工事が完了し

たとき、又は工事を中断し、若しくは廃止したときは、規則で定め

るところにより、市長に届け出なければならない。 
３ 事業者は、開発事業に関する工事を中断し、又は廃止したときは、

速やかに、安全上必要な措置を講じなければならない。 

（工事の検査等） 

第４２条 事業者は、開発事業に関する工事について、規則で定める

ところにより、市長が行う完了検査を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の完了検査により、当該工事が第３７条第１項又は

第２項の開発基準適合承認書の内容に適合していると認めるとき

は完了検査が終了した旨の通知書（以下「完了検査適合承認書」と

いう。）を、適合していないと認めるときはその理由及び期限を付

して是正すべき内容を記載した指示書を規則で定めるところによ

り、当該事業者に交付しなければならない。 

３ 事業者は、前項の完了検査適合承認書の交付を受けた日以後でな

ければ、当該開発事業により建築される建築物又は設置される施設

の使用を開始してはならない。ただし、市長がやむを得ないと認め

るときは、この限りでない。 

（公共施設及び公益施設の管理及び帰属） 

第４３条 開発事業に係る公共施設は、前条第２項の完了検査適合承

認書を交付した日（法第２９条の規定による開発許可を要する開発

事業にあっては、法第３６条第３項に規定する公告の日）の翌日か

ら市の管理に属するものとする。ただし、法令に定めのあるもの又

は第３８条第１項の規定による協定により別に定めをしたものに

ついては、この限りでない。 

２ 市長は、開発事業に係る公益施設でその管理を市が行うことにつ

いて事業者から申出があったものは、前条第２項の完了検査適合承

認書を交付した日以後に市の管理に属するものとすることができ

る。ただし、第３８条第１項の規定による協定により別に定めをし

たものについては、この限りでない。 

３ 第１項の規定は同項に規定する公共施設の用に供する土地の市

への帰属について、前項の規定は同項に規定する公益施設の用に供

する土地の市への帰属について準用する。 

（隣接する市及び町の区域又は市の区域に影響を及ぼす開発事業

の取扱い） 

第４４条 市長は、市の区域内において行われる開発事業で隣接する

市及び町（以下この条において「市等」という。）の区域に影響を

及ぼすと認めるもの又は隣接する市等の区域内において行われる

開発事業で市の区域に影響を及ぼすと認めるものに関する手続等

について、隣接する市等の長に対し、協定の締結その他必要な措置

を講ずるよう協力を求めることができる。 
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２ 事業者は、市の区域内において自らが行う開発事業の影響が隣接

する市等の区域に及ぶことが予想されるときは、市長及び当該隣接

する市等の長と協議し、適切な措置を講ずるよう努めなければなら

ない。 

（開発事業の手続の特例） 

第４５条 次の各号に掲げる開発事業については、当該各号に掲げる

規定は、適用しない。 

（１） 第２５条第１項第２号に規定する開発事業 第２９条の規 

   定 

（２） 第２５条第１項第３号（イ、ウ及びカを除く。）に規定する

開発事業 第３２条、第３３条並びに第３９条第４項及び第５

項の規定 

（３） 第２５条第１項第３号イ、ウ及びカに規定する開発事業 第

３３条の規定 

（４） 第２５条第１項第４号に規定する開発事業 第３２条、第３

３条、第３８条及び第３９条第３項から第５項までの規定 

２ 前項各号に掲げるもののほか、市長が特に必要がないと認めた開

発事業については、第２７条から第３０条まで、第３２条、第３３

条、第３８条及び第３９条第３項から第５項までの規定を適用しな

いことができる。 

（開発事業手続台帳の公表） 

第４６条 市長は、開発事業に関する手続の透明性を確保するため、

規則で定める事項を記載した開発事業手続台帳を作成し、公表する

ものとする。 

 

第３節 建築確認申請に係る届出等 

 

（建築確認申請に係る届出等） 

第４７条 前節の規定の適用を受けない開発事業を行おうとする者

は、当該開発事業に係る建築確認申請を行う前に、規則で定めると

ころにより、当該開発事業の計画概要を市長に届け出なければなら

ない。 

２ 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該開発事業を

行おうとする者に対し、必要な指導又は助言を行うことができる。 

３ 市長は、良好なまちづくりを推進するため、建築基準法第７７条

の２１に規定する指定確認検査機関との連携を図るよう努めるも

のとする。 

 

第４節 開発事業の基準等 

 

（開発事業の基準の遵守） 

第４８条 事業者は、この節（第５１条を除く。この条において同じ。）

に定める開発事業の基準に従い、開発事業を行わなければならな

い。 

２ 地区計画等によりこの節に定める開発事業の基準と異なる基準

が定められている区域については、その異なる基準を当該区域にお

ける開発事業の基準とみなす。 

（公共施設及び公益施設の整備基準） 

第４９条 公共施設及び公益施設の整備基準は、別表第１に定めると

おりとする。 

（公共施設及び公益施設以外の整備基準） 

第５０条 公共施設及び公益施設以外の整備基準は、別表第２に定め

るとおりとする。 

（警察署長との協議） 

第５１条 事業者は、規則で定める開発事業を行おうとするときは、

開発事業申請書を提出する前に、犯罪の防止に配慮した計画、設備

等について、所轄の警察署長と協議し、その内容を市長に報告しな

ければならない。 

 
第５節 都市計画法に定める開発許可の基準 

 

（樹木の保存） 

第５２条 政令第２３条の３ただし書の規定による開発区域の面積

を、近隣商業地域及び商業地域を除いた区域に限り、３，０００平

方メートルとする。 

（開発区域内道路） 

第５３条 法第３３条第３項に基づく政令第２９条の２第１項第２

号の規定により開発区域内に整備される小区間で通行上支障がな

い場合の道路の幅員を、６メートル以上とする。ただし、当該道路

が別表第３の左欄の区分ごとに、同表の中欄に掲げる道路の延長に

該当するときは、それぞれの道路の延長に応じ、同表の右欄に掲げ

る道路の幅員とすることができる。 

２ 前項ただし書の規定は、次の各号のいずれにも該当する場合を除

き、適用しない。 

（１） 当該道路の利用者が当該道路に面する敷地の居住者等に限ら

れるとき。 

（２） 当該開発事業により建築物が建築されることに伴い周辺道路

の交通量が増大すると見込まれないとき。 

３ 法第３３条第３項及び政令第２９条の２第１項第１２号に基づ

く都市計画法施行規則（昭和４４年建設省令第４９号）第２４条第

４号ただし書の規定により設置する階段状道路、同条第５号ただし

書の規定により設置する袋路状道路及び同条第６号の規定により

設置する道路のまがりかどの取扱い及び整備については、規則で定

める基準によるものとする。 

（公園等の設置） 

第５４条 事業者は、法第３３条第３項に基づく政令第２９条の２

第１項第５号の規定により開発区域の面積が３，０００平方メー

トル以上の開発行為を行うときは、次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に定める割合の面積を有する公園、緑地又は広場（以下

「公園等」という。）を設置するとともに、その管理を市に無償で

移管しなければならない。ただし、市長が管理を市に移管する必

要がないと認めるときは、当該公園等は、事業者が管理しなけれ

ばならない。 

（１） 共同住宅等（特殊建築物のうち共同住宅、寄宿舎、下宿そ 

の他これらに類する用途に供する建築物及び長屋をいう。以下

同じ。）の建築を目的とする開発行為 開発区域の面積の６パ

ーセント以上の面積を有する公園 

（２） 戸建住宅の建築を目的とする開発行為 開発区域の面積の 

５パーセント以上の面積を有する公園 

（３） 前２号に規定するもの以外の建築物の建築を目的とする開 

発行為 開発区域の面積の３パーセント以上の面積を有する

公園等 

２ 前項本文に規定する開発行為が同項各号の２以上の号に掲げる

区分に該当するときは、設置しなければならない公園等の面積の割

合が最も大きい開発行為の区分に該当するものとする。 

３ 第１項本文の規定にかかわらず、事業者は、同項本文に規定する

開発区域が次の各号のいずれかに該当する区域で、かつ、当該区域

内に３パーセント以上の面積を有する公園等が既に整備されてい

るときは又は規則で定める区域内に規則で定める規模の公園等が

既に整備されているときは、公園等を設置しないことができる。 

（１） 法第２９条又は旧住宅地造成事業に関する法律（昭和３９ 

年法律第１６０号）の規定による許可を受け、工事の完了公告

がされた区域 

（２） 土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）の規定によ 

る認可を受け、換地処分の公告がされた区域 

（３） 法第２９条第１項第４号又は第６号から第９号までに規定 

する開発行為が終了した区域 

（４） 建築基準法第５９条の２の規定による総合設計制度又は法 

第９条第１９項の規定による特定街区の適用を受けて行われ

た建築計画の区域 

（５） 第４２条第１項の規定による完了検査が終了した区域 

（６） その他開発事業が終了したと市長が認めた区域 

（敷地面積の最低限度） 

第５５条 法第３３条第４項に基づく政令第２９条の３の規定によ

り、建築物の敷地面積の最低限度を別表第４に定めるとおりとす

る。ただし、敷地面積の最低限度を確保することが困難であると市

長が認める場合で規則で定める事由に該当するとき又は地区計画

等その他法令において建築物の敷地面積の最低限度が定められて

いる場合は、この限りでない。 
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第６節 開発事業に係る紛争の予防及び調整 

 

（計画等における配慮事項） 

第５６条 事業者は、開発事業の計画の策定及び工事の实施に当たり

紛争（開発事業に伴って発生することが予想される日照、通風及び

採光の阻害、電波障害、工事中の騒音及び振動等による近隣住民及

び周辺住民と事業者との紛争をいう。以下同じ。）を未然に防止す

るため、当該開発事業の規模及び地域の特性に応じ、適切な措置を

講ずるよう努めなければならない。 

（あっせん） 

第５７条 市長は、開発事業申請書の提出があった日以後において、

近隣住民及び事業者（以下「当事者」と総称する。）の双方から紛

争の調整の申出があったときは、あっせんを行うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、当事者の一方から紛争の調整

の申出があった場合において、相当の理由があると認めるときは、

あっせんを行うことができる。 

３ 市長は、当事者の相談に応じ、又は当事者間の紛争の調整を行う

ため、平塚市開発事業紛争相談員（以下「紛争相談員」という。）

を置く。 

４ 紛争相談員の定数は、２人以内とする。 

５ 紛争相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その

職を退いた後も、同様とする。 

６ 前３項に定めるもののほか、紛争相談員について必要な事項は、

別に定める。 

７ 市長は、あっせんによっては紛争が解決する見込みがないと認め

るときは、これを打ち切ることができる。 

（調停） 

第５８条 市長は、前条第７項の規定によりあっせんを打ち切った場

合において必要があると認めるときは、当事者に対し、調停に移行

するよう勧告することができる。 

２ 市長は、前項に規定する勧告をした場合において当事者の双方が

その勧告を受諾したときは、調停を行うものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、市長は、相当な理由があると認めると

きは、当事者の一方が第１項の規定による勧告を受諾した場合にお

いても、調停を行うことができる。 

４ 市長は、調停を行うに当たり必要があると認めるときは、調停案

を作成し、当事者に対し、期間を定めてその受諾を勧告することが

できる。 

５ 市長は、調停を行うに当たっては、平塚市開発事業紛争調停委員

会（以下「紛争調停委員会」という。）の意見を聴かなければなら

ない。 

６ 市長は、当事者間に合意が成立する見込みがないと認めるとき

は、調停を打ち切ることができる。 

７ 第４項に規定する勧告が行われた場合において、同項の期間内に

当事者の双方が当該勧告を受諾しないときは、調停は打ち切られた

ものとみなす。 

（紛争調停委員会の設置等） 

第５９条 開発事業に係る紛争の調停に関する事項を審議するため、

紛争調停委員会を置く。 

２ 紛争調停委員会は、市長の諮問に応じて紛争の調停に関する事項

について審議し、市長に対し、意見を述べることができる。 

３ 紛争調停委員会は、委員５人以内をもって組織する。 

４ 委員の任期は２年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の

任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。 

５ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退

いた後も、同様とする。 

６ 前各項に定めるもののほか、紛争調停委員会の組織及び運営に関

し必要な事項は、別に定める。 

（あっせん又は調停のための要請） 

第６０条 市長は、あっせん又は調停のため必要があると認めるとき

は、当事者に対し、出頭を求め、その意見を聴き、又は関係図書の

提出を要請することができる。 

２ 市長は、あっせん又は調停のため必要があると認めるときは、事

業者に対し、紛争相談員又は紛争調停委員会の意見を聴いて、期間

を定めて工事の着手の延期又は工事の停止を要請することができ

る。 

 

 

第６章 まちづくりの支援等 

 

（まちづくりの支援） 

第６１条 市長は、市民の主体的なまちづくりを推進するため、次に

掲げる支援を行うものとする。 

（１） まちづくりに関する情報を提供すること。 

（２） まちづくりに関する相談に応じ、及び必要な助言を行うこ 

と。 

（３） まちづくりに関する学習の機会及びまちづくりを行うもの 

の相互交流の機会を提供すること。 

（４） まちづくりに関する活動を行うものに対し専門家の派遣そ 

の他必要な支援を行うこと。 

２ 市長は、前項の支援に必要なまちづくり支援制度の整備に努める

ものとする。 

 （表彰） 

第６２条 市長は、この条例の趣旨にのっとりまちづくりに貢献した

と認められる市民、団体及び事業者を表彰することができる。 

 

第７章 雑則 

 

（適用除外） 

第６３条 次に掲げる開発事業等については、第５章（第３節を除

く。）の規定は、適用しない。 

（１） 法第４条第１５項の規定による都市計画事業 

（２） 土地区画整理法の規定による土地区画整理事業 

（３） 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）の規定による土 

地改良事業 

（４） その他規則で定める開発事業 

（地位の承継） 

第６４条 第３５条第１項に規定する開発事業の申請をした者の相

続人その他の一般承継人又は当該申請をした者から当該開発区域

の土地の所有権その他当該開発事業に関する工事を施行する権原

を取得した者は、被承継人が有していた当該申請に基づく地位を承

継するものとする。この場合において、当該地位を承継した者は、

規則で定めるところにより、市長に届け出なければらない。 

（工事の停止、中止等の勧告） 

第６５条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、

当該事業者に対し、工事の停止、中止その他必要な措置を講ずるよ

う勧告をすることができる。 

（１） 第２７条第１項に規定する開発基本計画書の提出又は第 

３１条第１項に規定する事前協議書の提出をせずに工事に着

手したとき。 

（２） 第３７条第１項又は第２項に規定する開発基準適合承認書 

の内容と異なる工事に着手したとき。 

（３） 第３８条第１項の規定により締結した協定の内容と異なる工

事に着手したとき。 

（４） 第４０条第１項又は第３項の規定に違反して工事に着手し 

たとき。 

（５） 第４０条第２項の規定に違反して工事に着手したとき。 

（是正命令） 

第６６条 市長は、前条（第３号及び第５号を除く。）の規定による

勧告を受けた事業者が当該勧告に従わないときは、当該事業者に対

し、工事の停止若しくは中止を命じ、又は相当の期間を定めて違反

を是正するために必要な措置を講ずるよう命ずることができる。 

２ 市長は、前項の規定による命令をしようとするときは、当該事業

者に対し、あらかじめ、出頭を求めて意見の聴取を行わなければな

らない。ただし、当該事業者が正当の理由がなくて意見の聴取に応

じないとき又は緊急やむを得ないときは、この限りでない。 

（立入検査） 

第６７条 市長は、この条例の施行について必要な限度において、そ

の職員を開発区域内に立ち入らせ、工事その他の行為の状況を検査

（以下この条において「立入検査」という。）させることができる。 

２ 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書

を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければな

らない。 

３ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認めら

れたものと解釈してはならない。 
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（公表） 

第６８条 市長は、次の各号のいずれかに該当する事業者の氏名又は

名称、違反の事实その他の事項を、規則で定めるところにより、公

表することができる。 

（１） 第６５条（第１号、第２号及び第４号を除く。）に規定する

勧告に従わない事業者 

（２） 第６６条第１項に規定する命令に従わない事業者 

２ 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじ

め、当該事業者にその理由を通知し、意見を述べる機会を与えなけ

ればならない。 

（委任） 

第６９条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

第８章 罰則 

 

（罰則） 

第７０条 第６６条第１項の規定による命令に違反した者は、６月以

下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。 

（両罰規定） 

第７１条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他

の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をした

ときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同

条の罰金刑を科する。 

附 則（平成１９年１２月２５日条例第２３号） 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２０年７月１日（以下「施行日」という。）か

ら施行する。 

 （平塚市地区計画等の案の作成手続に関する条例の廃止） 

２ 平塚市地区計画等の案の作成手続に関する条例（昭和５９年条例

第３号）は、廃止する。 

（見直し） 

３ この条例は、施行日から２年以内に見直しを行うものとし、以後

おおむね４年ごとに見直しを行うものとする。 

（経過措置） 

４ 施行日において平塚市開発事業指導要綱（平成９年訓令第１号。

次項において「指導要綱」という。）第６条第１項の規定による協

議が行われている開発事業について、施行日前に行われた手続その

他の行為は、この条例の相当規定により行われた手続その他の行為

とみなす。 

５ 施行日前に指導要綱第１４条の規定による協定を締結した開発

事業については、第５章の規定は適用しない。ただし、当該開発事

業が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 

（１） 協定を締結した日の翌日から起算して２年以上経過して当該

協定に基づく開発事業に着手しようとしたとき。 

（２） 施行日前に既に着手している開発事業について施行日以後に

おいて２年を超えて中断した後に当該開発事業を再開しよう

としたとき。 

（特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部改正） 

６ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

（昭和３１年条例第２３号）の一部を次のように改正する。 

別表中 

 「 

開発審査会委員 日額 １５，３００円 同上 

                             」 

 を 

 「 

開発審査会委員 日額 １５，３００円 同上 

開発事業紛争調

停委員会委員 
日額 １５，３００円 同上 

                             」 

に改める。 

（緑化の推進及び緑の保全に関する条例の一部改正） 

７ 緑化の推進及び緑の保全に関する条例（昭和５０年条例第３９

号）の一部を次のように改正する。 

目次中「第２章 事業場等の緑化推進（第１２条～第１５条）」

を「第２章 削除」に改める。 

第２章を次のように改める。 

    第２章 削除 

第１２条から第１５条まで 削除 

 

附 則（平成２２年９月２２日条例第２３号） 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２３年１月１日（以下「施行日」という。）か

ら施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後のまちづくり条例（以下「新条例」という。）

第３５条第１項ただし書の規定は、施行日以後に新条例第３１条第

１項の規定により提出された事前協議書に係る開発事業の申請に

ついて適用する。 

３ 新条例第３９条第４項ただし書の規定は、施行日以後に同条第１

項本文の規定による届出又は同条第２項本文の規定による提出を

した場合について適用する。 

４ 新条例第５４条第３項の規定は、施行日以後に新条例第２７条第

１項の規定により提出された開発基本計画書に係る開発行為につ

いて適用し、施行日前にこの条例による改正前のまちづくり条例

（以下「旧条例」という。）第２７条第１項の規定により提出され

た開発基本計画書に係る開発行為については、なお従前の例によ

る。 

５ 新条例第６４条の規定は、施行日以後に同条の規定により地位を

承継した者について適用し、施行日前に旧条例第６４条の規定によ

り地位を承継した者については、なお従前の例による。 
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 別表第１（第４９条関係） 

種別 整備基準 

１ 道路 （１） 開発区域内に設置する道路は、第５３条及

び規則で定める基準により整備すること。 

（２） ２以上の道路が交差し、又は接続する場合

は、第５３条及び規則で定める基準により隅

切りを確保すること。 

（３） 開発区域が接する前面道路の幅員は、規 

則で定める基準を確保すること。 

（４） 開発区域内に既存の道路に沿って設置す 

る歩道状空地は、規則で定める基準により確

保するよう努めること。 

（５） 道路施設その他道路に附属する工作物 

等は、規則で定める基準により整備するこ

と。 

２ 下水道

等 

（１） 公共下水道管理者として市長が管理する公

共下水道及び市長以外の者が管理する排水

設備は、規則で定める基準により整備するこ

と。 

３ 公園等 （１） 開発区域内に設置する公園等は、第５２条

及び第５４条で定める基準により整備する

こと。 

（２） 開発区域の面積が２，５００平方メートル

以上３，０００平方メートル未満で共同住宅

等の建築を目的とする開発事業については、

前号の基準に準じて公園等を整備するよう

努めること。 

（３） 前２号により設置すべき公園等は、規則で

定める基準により整備すること。 

４ 消防水

利施設等 

（１） 消防水利施設、消防活動場所及び緊急離着

陸場は、規則で定める基準により整備するこ

と。 

５ 農業用

施設等 

（１） 開発区域内に包含し、又は接する農業用施

設等は、規則で定める基準により整備するこ

と。 

６ ごみス

テーショ

ン等 

（１） 居住の用に供する建築物の建築を目的と 

する開発事業にあっては、規則で定める基準

によりごみステーション（平塚市さわやかで

清潔なまちづくり条例（平成１８年条例第５

号）第２条第１１号に規定する「ごみステー

ション」をいう。）を開発区域内に設置する

こと。 

（２） 前号の規定により設置するごみステーショ

ンの面積、位置及び構造については、規則で

定める基準により整備すること。 

（３） 事業の用に供する建築物の建築を目的と 

する開発事業にあっては、廃棄物の減量化及

び資源化を促進するためにごみの分別排出

及び資源再生物の保管が可能な集積場所を

確保すること。 

７ 集会所 （１） 計画戸数が５０戸以上の共同住宅等の新築

を目的とする開発事業にあっては、規則で定

める基準により開発区域内に集会所を設置

すること。 

８ 防災行

政用無線

及び消防

用無線 

（１） 防災行政用無線及び消防用無線の電波障害

が予測される開発事業にあっては、無線障害

事前調査及び事後調査を行うこと。この場合

において、調査の結果、障害があると市長が

認めるときは防除工事を行うこと。 

９ 公益施

設用地 

（１） 公益施設の整備に必要な用地の確保は、規

則で定める基準により確保すること。ただ

し、市長がその必要がないと認めるときは、

この限りでない。 

 

別表第２（第５０条関係） 

種別 整備基準 

１ 敷地内 

の緑化 

（１） 規則で定める基準の緑地を確保するととも

に、積極的に樹木の植栽をすること。 

（２） 開発区域内に樹木等があるときは、その保

全に努めること。 

２ 敷地面 

積の最低 

限度 

（１） 敷地面積の最低限度は、第５５条で定める

基準により確保すること。 

３ 駐車場 

等（葬祭場 

の駐車場 

等 を 除

く。） 

（１） 自動車駐車場、自動二輪車（原動機付自転

車を含む。）駐車場及び自転車駐輪場は、規

則で定める基準により開発区域内に設置す

ること。 

４ 文化財 

の保護等 

（１） 開発区域内に文化財保護法（昭和２５年法

律第２１４号）に規定する周知の埋蔵文化財

包蔵地又は規則で定める区域を含む場合は、

あらかじめ平塚市教育委員会と協議の上、埋

蔵文化財の保護に必要な措置を講ずること。 

（２） 前号に規定する場合のほか、開発事業に係

る工事の施工中に埋蔵文化財を発見したと

きは、直ちに、当該工事を中止し、平塚市教

育委員会と協議の上、埋蔵文化財の保護に必

要な措置を講ずること。 

５ 葬祭場 （１） 開発区域内に霊きゅう車、マイクロバス等

の発着場所を確保すること。 

（２） 駐車場等は、規則で定める基準により確保

すること。 

６ ワンル 

ーム形式 

建築物 

（１） １区画の専有面積は、１８平方メートル以

上とすること。ただし、規則で定める場合は、

この限りでない。 

７ ペット 

霊園 

（１） 現に居住し、又は使用している建築物の敷

地境界線から開発区域までの水平距離が１

００メートル以上離れていること。 

（２） 施設等は、規則で定める基準により設置す

ること。 

８ その他 （１） テレビ電波障害については、規則で定め 

る措置を講ずること。 

（２） 近隣商業地域又は商業地域において共同住

宅等の建築を目的とする開発事業にあって

は、規則で定める措置を講ずるよう努めるこ

と。 

 

別表第３（第５３条関係） 

区分 道路の延長 道路の幅員 

通り抜け道路の

場合 

１００メートル以下 ４．５メートル以上 

１００メートルを超え

１２０メートル以下 
５メートル以上 

袋路状道路の場

合 

７０メートル以下 ４．５メートル以上 

７０メートルを超え 

１００メートル以下 
５メートル以上 

備考 袋路状道路は、開発区域内に通り抜け道路を設置することが困

難な場合に限り、その設置を認める。 

 

別表第４（第５５条関係） 

区域 最低敷地面積 

市街化区域 

第１種低層住居専用地域

及び第２種低層住居専用

地域 

１２０平方メートル 

その他の地域 １１０平方メートル 

市街化調整区域 １５０平方メートル 

備考 市街化区域で予定される建築物の敷地が制限の異なる地域に

わたるときは、その敷地の過半の属する地域に関する規定を適用す

る。 
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   平塚市まちづくり条例施行規則 

目次 

第１章 総則（第１条～第６条） 

第２章 まちづくりの手続等（第７条～第２４条） 

第３章 開発事業の手続等（第２５条～第４４条） 

第４章 公共施設及び公益施設の整備基準（第４５条～第５２条） 

第５章 公共施設及び公益施設以外の整備基準（第５３条～第５９

条） 

第６章 開発事業の基準等（第６０条～第６３条） 

第７章 雑則（第６４条～第７０条） 

 附則 

 

第１章 総則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、平塚市まちづくり条例（平成１９年条例第２３

号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

（定義） 

第２条 この規則における用語の意義は、条例の例による。 

（規則で定める市民） 

第３条 条例第２条第１項第１号の規則で定める者は、次に掲げる者

とする。 

（１） 市内の土地又は建築物について、対抗要件を備えた地上権 

若しくは貸借権又は登記した先取特権、質権若しくは抵当権を

有する者 

（２） 前号に規定する土地、建築物若しくは権利に関する仮登記 

若しくは差押えの登記又は当該土地若しくは建築物に関する

買戻しの特約の登記の登記名義人 

（３） 市のまちづくりに関して活動を行う者で市内に活動の拠点 

を有するもの 

（規則で定める開発事業） 

第４条 条例第２条第１項第３号の規則で定める行為は、次に掲げる

行為とする。 

（１） 葬祭場（専ら葬儀を行う施設で神社、寺院、教会等を除く。）

の建築又は用途の変更 

（２） 墓地（墓地、埋葬等に関する法律（昭和２３年法律第４８号）

の規定による墓地、納骨堂及び火葬場をいう。）の新設 

（３） ペット霊園（犬、猫その他の人に飼養されていた動物の死が

いを火葬する焼却炉の設備を有する施設又は当該死がいを埋

葬し、若しくは焼骨を納骨するための設備を有する施設及びこ

れらの設備を併せ有する施設で、専ら自己の利用に供する目的

で設置するものを除く。）の新設又は変更 

（４） 廃棄物処理施設（廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和

４５年法律第１３７号）の規定による一般廃棄物処理施設及び

産業廃棄物処理施設をいう。）の建築又は用途の変更 

（５） 市街化調整区域で、かつ、開発区域の面積が３，０００平方

メートル以上の開発事業（土地の区画形質の変更を伴うものに

限る。）で次のアからエまでのいずれかに該当するものの新設

又は増設 

  ア スポーツ又はレクリエーション施設（運動場、野球場、キャ

ンプ場等スポーツ又はレクリエーションの用に供する施設を

いう。） 

  イ 資材置場（建築資材その他工事等で用いる原材料の保管の用

に供する土地をいう。） 

  ウ 駐車場（道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）の規定に

よる自動車、原動機付自転車及び自転車の保管の用に供する土

地をいう。） 

  エ アからウまでに掲げるもののほか、これらに類するものとし

て、別に定めるもの 

（近隣住民の範囲） 

第５条 条例第２条第１項第６号の規則で定める距離以内の区域は、

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める区域とする。 

 

（１） 中高層建築物（地階を除く階数が３以上又は高さが１０メー

トルを超える建築物をいう。以下この条、次条及び第５９条に

おいて同じ。）を建築する目的で行う開発事業（建築物の増築

又は改築を目的として行うものを除く。） 開発区域の道路境

界線若しくは隣地境界線から１５メートル以内の区域又は建

築物の外壁から当該建築物の高さの２倍以内の区域で、かつ、

当該建築物により冬至日の真太陽時における午前９時から午

後３時までの間に日影を生じる範囲にある区域 

（２） 中高層建築物を建築する目的で行う開発事業（建築物の増築

又は改築を目的として行うものに限る。） 当該増築若しくは

改築を行う建築物の外壁から１５メートル以内の区域又は当

該増築若しくは改築を行う建築物の外壁から当該建築物の高

さの２倍以内の区域で、かつ、当該建築物により冬至日の真太

陽時における午前９時から午後３時までの間に日影を生じる

範囲にある区域（当該増築又は改築による影響がないと市長が

認める区域を除く。） 

（３） 葬祭場の建築若しくは用途の変更又はペット霊園の新設若し

くは区域の変更を目的として行う開発事業 開発区域の道路

境界線又は隣地境界線から１００メートル以内の区域 

（４） 前３号に掲げる目的以外で行う開発事業 次のア又はイのい

ずれかに該当する距離以内の区域 

ア 建築物の増築又は改築の目的以外の目的で行う開発事業

にあっては、開発区域の道路境界線又は隣地境界線から１０

メートル以内の区域 

イ 建築物の増築又は改築の目的で行う開発事業にあっては、

当該増築又は改築を行う建築物の外壁から１０メートル以

内の区域 

（周辺住民の範囲） 

第６条 条例第２条第１項第７号の規則で定める距離以内の区域は、

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める区域とする。 

（１） 中高層建築物を建築する目的で行う開発事業（建築物の増築

又は改築を目的として行うものを除く。） 次のアからオまで

のいずれかに該当する距離以内の区域 

  ア 開発区域の面積が１，０００平方メートル未満の場合にあっ

ては、開発区域の道路境界線又は隣地境界線から３０メートル

以内の区域 

  イ 開発区域の面積が１，０００平方メートル以上の場合にあっ

ては、開発区域の道路境界線又は隣地境界線から５０メートル

以内の区域 

  ウ 建築物の外壁から当該建築物の高さの２倍以内の区域 

  エ 建築物により冬至日の真太陽時における午前９時から午後

３時までの間に日影を生じる範囲にある区域 

  オ 開発事業に伴う工事車両の進入、退出その他の理由により生

活環境等に著しい影響があると市長が認めた区域 

（２） 中高層建築物を建築する目的で行う開発事業（建築物の増築

又は改築を目的として行うものに限る。） 次のアからウまで

のいずれかに該当する距離以内の区域 

ア 当該増築又は改築を行う建築物の外壁から当該建築物の

高さの２倍以内の区域 

イ 当該増築又は改築を行う建築物により冬至日の真太陽時

における午前９時から午後３時までの間に日影を生じる範

囲にある区域（当該増築又は改築による影響がないと市長が

認める区域を除く。） 

ウ 開発事業に伴う工事車両の進入、退出その他の理由により

生活環境等に著しい影響があると市長が認めた区域 

（３） 前２号に掲げる目的以外で行う開発事業 次のア又はイのい

ずれかに該当する距離以内の区域 

ア 建築物の増築又は改築の目的以外の目的で行う開発事業

にあっては、開発区域の道路境界線又は隣地境界線から２０

メートル以内の区域 

イ 建築物の増築又は改築の目的で行う開発事業にあっては、

当該増築又は改築を行う建築物の外壁から２０メートル以

内の区域 

 

   第２章 まちづくりの手続等 
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 （利害関係を有する者） 

第７条 条例第９条の規則で定める利害関係を有する者は、地区まち

づくりを行おうとする一定の区域内の土地について建築物の所有

を目的とする対抗要件を備えた地上権又は賃借権（臨時設備その他

一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。）を有する

者とする。 

 （地区まちづくり準備会の結成方法） 

第８条 条例第１０条第２項の規定により地区まちづくり準備会を

結成しようとする者は、地区まちづくり準備会結成届出書（第１号 

様式）に次に掲げる図書を添えて市長に届け出なければならない。 

（１） 団体の活動計画書 

（２） 団体の計画又は实践活動の対象地区を示す図面 

（３） 団体の構成員名簿 

 （地区まちづくり協議会の認定申請） 

第９条 条例第１０条第３項に規定する申請は、地区まちづくり協議

会認定申請書（第２号様式）により行わなければならない。 

２ 条例第１０条第３項の規則で定める図書は、次に掲げる図書とす

る。 

（１） 団体の活動計画書 

（２） 団体の計画又は实践活動の対象地区を示す図面 

（３） 団体の構成員名簿 

（４） その他認定に当たり市長が必要と認める図書 

 （地区まちづくり協議会の認定を受けることができる団体） 

第１０条 条例第１０条第４項の規則で定める団体は、自治会、商店

会又は工業会のうち別に定める要件を満たすものとする。 

２ 条例第１０条第４項に規定する地区まちづくり協議会の認定の

申出は、地区まちづくり協議会認定申請書を市長に提出することに

より行うものとする。 

 （認定等通知） 

第１１条 条例第１０条第６項の規定による認定等の通知は、地区ま

ちづくり協議会認定等決定通知書（第３号様式）により行うものと

する。 

 （地区まちづくり協議会の活動成果報告） 

第１２条 条例第１０条第７項の規定による規則で定める活動成果

の報告は、市の会計年度ごとの報告とし、原則として毎年５月３１

日までに、市長に対して行わなければならない。 

２ 前項の報告は、地区まちづくり協議会活動成果報告書（第４号様

式）に次に掲げる図書を添えて行うものとする。 

（１） 協議会の活動成果がわかる図書 

（２） その他市長が必要と認める図書 

 （地区まちづくり協議会認定の取消通知） 

第１３条 条例第１０条第１２項の規定による取消通知は、地区まち

づくり協議会認定取消決定通知書（第５号様式）により行うものと

する。 

 （地区まちづくり計画で定める事項） 

第１４条 条例第１１条第１項の規則で定めるものは、次に掲げる事

項とする。 

（１） 地区まちづくり計画の区域に関する事項 

（２） 地区まちづくり計画の目標 

（３） 区域内における土地利用に関する事項 

（４） 区域内の公共施設の整備及び管理に関する事項 

（５） 区域内で行われる建築物等の整備に関する事項 

（６） 区域内における景観及び緑化に関する事項 

（７） 前各号に掲げるもののほか、地区まちづくり計画を策定す 

るに当たり必要な事項及び实践のための活動に関する事項 

 （地区まちづくり計画の申請） 

第１５条 条例第１１条第５項の規定による地区まちづくり計画の

申請は、地区まちづくり計画認定申請書（第６号様式）に同項に規

定する図書のほか、次に掲げる図書を添えて、市長に対して行うも

のとする。 

（１） 地区まちづくり計画（計画書、総括図及び計画図） 

（２） 条例第１１条第２項の規定による手続を实施した経過を記 

した図書 

（３） その他市長が必要と認める図書 

 （審議会で審議すべき事項） 

第１６条 条例第１１条第７項の規則で定める事項は、次に掲げる事

項とする。 

（１） 地区まちづくり計画とまちづくり基本計画及び市の施策並び

に既に認定を受けた地区まちづくり計画との整合性に関する

事項 

（２） 地区まちづくり計画の策定に係る地区住民の合意形成に関す

る事項 

 （地区まちづくり計画の認定等の通知） 

第１７条 条例第１１条第８項の規定により市長が地区まちづくり

計画の認定等を行ったときの通知は、地区まちづくり計画認定等決

定通知書（第７号様式）により行うものとする。 

 （都市計画提案に係る事前届出） 

第１８条 条例第１６条第１項の規定による届出は、都市計画提案事

前届出書（第８号様式）に次に掲げる図書を添えて行わなければな

らない。 

（１） 都市計画の素案（計画書、総括図及び計画図） 

（２） 法第２１条の２に規定する計画提案を行うことができる者で

あることを証する書類 

（３） 都市計画提案区域内に存するすべての土地を含む公図の写 

   し 

（４） 都市計画の決定又は変更を提案する理由を記した書面 

（５） まちづくり基本計画及び市の施策に適合する旨の検討書 

（６） 周辺環境等への影響に関する検討書 

 （都市計画提案書の提出方法） 

第１９条 条例第１７条第１項の規定による提出は、都市計画提案書

（第９号様式）に次に掲げる図書を添えて行わなければならない。 

（１） 都市計画の素案（計画書、総括図及び計画図） 

（２） 法第２１条の２に規定する計画提案を行うことができる者 

であることを証する書類 

（３） 都市計画提案区域内に存するすべての土地及び建築物の登 

記事項証明書並びに公図の写し 

（４） 都市計画の決定又は変更を提案する理由を記した書類 

（５） まちづくり基本計画及び市の施策に適合する旨の検討書 

（６） 周辺環境等への影響に関する検討書 

（７） 都市計画提案区域内の法第２１条の２第３項第２号に規定す

る土地所有者等に対する説明経過等を記した書類 

（８） 都市計画提案区域内の法第２１条の２第３項第２号に規定 

する土地所有者等の同意を得たことを証する書類 

（９） その他都市計画の提案に当たり市長が必要と認める図書 

 （都市計画提案に係る見解通知） 

第２０条 条例第１７条第９項に規定する見解は、都市計画提案に関

する見解通知書（第１０号様式）により通知するものとする。 

 （地区計画等の原案の申出方法等） 

第２１条 条例第１８条の規定による地区計画等の原案の申出は、地

区計画等の原案申出書（第１１号様式）に次に掲げる図書を添えて

行わなければならない。 

（１） 地区計画等の原案（計画書、総括図及び計画図） 

（２） 条例第１８条の規定による申出を行うことができる者である

ことを証する書類 

（３） 地区計画等の原案の申出に係る土地の区域内に存するすべ 

ての土地及び建築物の登記事項証明書並びに公図の写し 

（４） 地区計画等の原案を申し出る理由を記した書面 

（５） 地区計画等の原案の申出に係る区域内の地区住民に対する 

説明経過等を記した書面 

（６） 地区計画等の原案に係る区域内の地区住民の同意を得たこ 

とを証する書類 

（７） その他地区計画等の原案の申出に当たり市長が必要と認め 

る図書 

 （地区計画等の原案の申出に係る事前届出方法等） 

第２２条 条例第１９条第１項の規定による地区計画等の原案の申

出に係る事前届出は、地区計画等の原案事前届出書（第１２号様式）

に次に掲げる図書を添えて行わなければならない。 

（１） 地区計画等の原案（計画書、総括図及び計画図） 

（２） 条例第１８条の規定による申出を行うことができる者であ 

ることを証する書類 

（３） 地区計画等の原案に係る土地の区域内に存するすべての土 

地を含む公図の写し 

（４） 地区計画等の原案を申し出る理由を記した書面 

２ 条例第１９条第１項の規定は、条例第１１条第８項の規定による

認定を受けた地区まちづくり計画を策定した協議会については、適

用しない。 

 （地区計画等の案の作成等に係る見解書） 

第２３条 条例第２０条第４項に規定する見解書は、地区計画等の原

案に係る意見書に対する見解書（第１３号様式）により作成するも

のとする。 
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 （都市計画の決定又は変更に係る見解書） 

第２４条 条例第２３条第２項に規定する意見書に対する見解書は、

都市計画決定等に係る意見書に対する見解書（第１４号様式）によ

り作成するものとする。 

 

   第３章 開発事業の手続等 

 

 （大規模土地取引行為の届出方法） 

第２５条 条例第２４条第１項の規定による大規模土地取引行為の

届出は、大規模土地取引行為届出書（第１５号様式）に次に掲げる

図書を添えて行わなければならない。 

（１） 位置図 

（２） 近隣の土地を含む対象地の公図の写し 

（３） その他市長が必要と認める書類 

 （規則で定める開発事業） 

第２６条 条例第２５条第１項第１号オの規則で定める第１種開発

事業は、第４条第１号から第４号までに掲げる開発事業とする。 

２ 条例第２５条第１項第３号カの規則で定める第３種開発事業は、

第４条第５号に掲げる開発事業とする。 

 （開発事業の一連性の判断基準等） 

第２７条 市長は、条例第２６条第２項の規定による開発事業の一連

性の判断について、次の各号のいずれかに該当するときは、先行す

る開発事業（以下「先行開発事業」という。）とその区域以外の部

分で行う開発事業（以下「後行開発事業」という。）とは一連性が

ないものと判断して取り扱うものとする。 

（１） 後行開発事業で、第３２条の規定による開発事業事前協議書

を提出する日（当該後行開発事業が条例第２５条に規定する開

発事業に該当しない場合にあっては、建築基準法（昭和２５年

法律第２０１号）第６条第１項又は第６条の２第１項の規定に

よる確認の申請を行う日）が、次のアからエまでのいずれかに

掲げる日から１年を経過しているとき。 

  ア 当該先行開発事業の都市計画法施行規則（昭和４４年建設省

令第４９号）第３１条の規定による工事完了公告があった日

（当該先行開発事業が法第２９条の規定による開発許可を要

しない場合にあっては、条例第４２条第２項の規定により完了

検査適合承認書を交付した日） 

  イ 当該先行開発事業に伴い建築されたすべての建築物の建築

基準法第７条第５項又は第７条の２第５項に規定する検査済

証を交付した日 

  ウ 当該先行開発事業に伴い建築されたすべての建築物の登記

が完了した日 

  エ 当該先行開発事業に係る土地の造成が完了したと市長が認

める日（当該先行開発事業が条例第２５条に規定する開発事業

に該当しない場合に限る。） 

（２） 先行開発事業と後行開発事業との間で次のアからエまでに掲

げる事項のいずれもが同一でないとき。ただし、先行開発事業

及び後行開発事業のいずれもが戸建住宅の建築を目的とした

ものであるときを除く。 

  ア 申請者（その代理人を含む。）、設計者及び工事施行者 

  イ 土地所有者 

  ウ 公共施設の配置計画 

  エ 開発事業に係る施工方法の関連性 

２ 前項に規定するもののほか、市長は、先行開発事業と後行開発事

業の一連性があるものとした場合の開発区域に適用される条例又

はこの規則で定める基準を当該開発区域が満たしていると認める

ときは、この規則の規定による申請その他の手続を、別に定める方

法により行わせることができる。 

３ 条例第２６条第１項に規定する一団の土地において、その土地の

一部で開発事業を行うときは、当該開発事業の申請者は、第１項に

規定する判断基準について当該申請者が了知し、及び当該土地の土

地所有者に対して周知したことを示した書面を市長に提出しなけ

ればならない。 

（開発基本計画書の提出等） 

第２８条 条例第２７条第１項の規定による提出は、開発基本計画書

（第１６号様式）に次に掲げる図書を添えて行わなければならな

い。 

（１） 開発区域の案内図 

（２） 開発区域の現況図 

（３） 開発区域の公図の写し 

（４） 土地利用計画図（配置図） 

（５） 予定建築物の平面図 

（６） 予定建築物の立面図 

（７） 予定建築物の面積表 

（８） 日影図 

（９） 開発区域及びその周辺の状況を示す写真 

（１０） その他市長が必要と認める図書 

２ 条例第２７条第２項の規定による開発基本計画書の写しの縦覧

は、その提出を受けた日以後、速やかに、行わなければならない。 

（開発事業計画板の様式等） 

第２９条 条例第２８条第１項前段の規定による開発事業計画板は、

第１７号様式とする。 

２ 条例第２８条第１項後段の規定による届出は、開発事業計画板設

置届出書（第１８号様式）により行わなければならない。 

（説明会報告書の様式等） 

第３０条 条例第２８条第３項の規定による説明会報告書は、第１９

号様式とする。 

２ 条例第２８条第４項の規定による説明会報告書の写しの縦覧は、

その提出を受けた日以後、速やかに、行わなければならない。 

（開発基本計画に関する意見書等の写しの縦覧） 

第３１条 条例第２９条第４項の規定による見解書及び意見書の写

しの縦覧は、その提出を受けた日以後、速やかに、行わなければな

らない。 

（開発事業事前協議書の提出等） 

第３２条 条例第３１条第１項の規定による提出は、開発事業事前協

議書（第２０号様式）に次に掲げる書類を添えて行わなければなら

ない。ただし、市長がその必要がないと認める書類にあっては、こ

の限りでない。 

（１） 開発区域の案内図 

（２） 開発区域の現況図 

（３） 開発区域の公図の写し 

（４） 求積図 

（５） 土地利用計画図（配置図） 

（６） 境界確定図の写し 

（７） 開発区域及びその周囲の状況を示す写真 

（８） 排水計画平面図 

（９） 排水計画縦断面図 

（１０） 給水計画平面図 

（１１） 造成計画平面図 

（１２） 造成計画断面図 

（１３） 道路縦横断面図 

（１４） 構造物詳細図 

（１５） 予定建築物の面積表 

（１６） 予定建築物の平面図 

（１７） 予定建築物の立面図 

（１８） 予定建築物の断面図 

（１９） 日影図 

（２０） その他市長が必要と認める書類 

２ 条例第３１条第３項の規定による開発事業事前協議書の写しの

縦覧は、その提出を受けた日以後、速やかに、行わなければならな

い。 

（開発事業に係る意見書等の写しの縦覧） 

第３３条 条例第３３条第４項の規定による意見書及び見解書の写

しの縦覧は、その提出を受けた日以後、速やかに、行わなければ 

ならない。 

（事前協議通知書の様式） 

第３４条 条例第３４条第１項の規定による事前協議通知書は、第２

１号様式とする。 

（開発事業申請書の様式等） 

第３５条 条例第３５条第１項の規定による開発事業申請書は、第２

２号様式とする。 

２ 条例第３５条第１項の規則で定める書類は、第３２条第１項各号

に掲げる書類とする。 

３ 条例第３５条第２項の規定による開発事業申請書の写しの縦覧

は、その提出を受けた日以後、速やかに、行わなければならない。 

（承認書の交付日数） 

第３６条 条例第３７条第１項の規則で定める期間は、次の各号に掲

げる開発事業の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、

条例第３９条第１項の規定により開発事業の計画を変更したとき

は、この限りでない。 
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（１） 条例第２５条第１項第１号、第２号及び第３号（イ、ウ及び

カに限る。）に掲げる開発事業 ４週間以内 

（２） 条例第２５条第１項第３号（イ、ウ及びカを除く。）に掲げ

る開発事業 ３週間以内 

（３） 条例第２５条第１項第４号に掲げる開発事業 ２週間以内 

 （開発基準適合承認書等の写しの縦覧） 

第３７条 条例第３７条第３項の規定による開発基準適合承認書又

は開発基準不適合通知書の写しの縦覧は、その交付をした日以後、

速やかに、行わなければならない。 

 （協議内容の軽微な変更） 

第３８条 条例第３８条第２項の規則で定める軽微な変更は、次に掲

げるものとする。 

（１） 当該開発事業の変更により公共施設又は公益施設の位置、形

状及び規模に変更が生じないもの 

（２） 当該開発事業の変更により公共施設又は公益施設の位置、形

状又は規模に変更が生じる場合で、これらの施設の機能に及ぼ

す影響がないと市長が認めたもの 

（開発事業を変更する場合の手続の特例） 

第３９条 条例第３９条第１項ただし書及び第２項ただし書の規則

で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 

（１） 当該開発事業の変更により公共施設又は公益施設の位置、形

状又は規模に変更が生じる場合で、これらの施設の機能に及ぼ

す影響が尐ないと市長が認めたもの 

（２） 設計者の変更（当該設計者の氏名若しくは名称又は住所若し

くは所在地の変更を含む。）をしたもの 

（３） 当該開発事業に係る工事の着手予定年月日又は完成予定年 

月日を変更したもの 

（４） その他市長が変更の届出を要しないと認めたもの 

２ 条例第３９条第４項ただし書の近隣住民等に影響がない場合と

して規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。 

（１） 開発事業により設置される開発区域内に設置する道路の施設

及び附属物の変更を行う場合 

（２） 公共ますの設置数の増減又は廃止を行う場合 

（３） その他近隣住民等に影響がないと市長が認めた場合 

（開発事業に係る工事の届出等） 

第４０条 条例第４１条第２項の規定による届出は、開発事業工事着

手届出書（第２３号様式）、開発事業工事完了届出書兼完了検査申

出書（第２４号様式）又は開発事業工事中断・廃止届出書（第２５

号様式）により行わなければならない。 

（完了検査の書類等） 

第４１条 条例第４２条第１項に規定する完了検査は、前条の開発事

業工事完了届出書兼完了検査申出書に次に掲げる書類を添えて受

けなければならない。ただし、市長がその必要がないと認める書類

にあっては、この限りでない。 

（１） 案内図 

（２） 地番目録 

（３） 公図の写し 

（４） 配置図（完了図） 

（５） 確定測量図 

（６） 検査に係る関係各課の確認を証する書類 

（７） 現場写真 

（８） その他市長が完了検査に必要と認める書類 

２ 条例第４２条第２項に規定する完了検査適合承認書は第２６号

様式とし、指示書は第２７号様式とする。 

 （公共施設等の管理等に係る措置） 

第４２条 市長は、条例第４３条第１項本文及び第２項本文の規定に

より市の管理に属し、又は市に帰属する公共施設及び公益施設につ

いて、円滑な管理又は帰属を行うため、当該施設に係る確定測量図

並びに境界図及び施設完成図の作成、境界標の埋設等を事業者に対

して求めることができる。 

２ 事業者は、開発事業に係る公共施設又は公益施設の設置又は管理

にかしがあったときは、自らの責任と負担でその補修を行わなけれ

ばならない。 

３ 事業者は、条例第４３条第１項ただし書及び第２項ただし書の規

定により市の管理に属さず、又は市に帰属しない公共施設及び公益

施設があるときは、当該施設の利用者等との間で適正な維持管理を

行う旨の規約を定めるとともに、当該規約の写しを市長に提出しな

ければならない。 

（開発事業手続台帳で定める事項） 

第４３条 条例第４６条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とす

る。 

（１） 開発事業の概要 

（２） 開発事業の手続に係る各種書類の提出年月日、交付年月日 

   等 

（建築確認申請に係る届出の様式等） 

第４４条 条例第４７条第１項の規定による届出は、建築基準法第６

条第１項又は第６条の２第１項の規定による確認の申請を行う日

までに、建築確認申請に係る届出書（第２８号様式）により行わな

ければならない。ただし、地階を除く階数が３未満又は高さが１０

メートル未満の建築物を建築する目的で行う開発事業に係る届出

については、条例第４７条第１項の規定により届け出ることを要し

ない。 

   第４章 公共施設及び公益施設の整備基準 

（道路の整備基準） 

第４５条 条例別表第１第１項第１号の規則で定める基準は、次のと

おりとする。 

（１） 開発区域内に設置する道路の管理者を市とする場合は、無 

償で市に提供すること。ただし、別に定める基準により市長が

その必要がないと認めた場合は、この限りでない。 

（２） 前号ただし書の規定により、開発区域内に設置する道路の 

管理者を市としない場合は、当該開発事業を行った事業者は、

将来にわたり自ら管理すること。この場合において、当該道路

を第三者に譲渡するときは、その旨を周知すること。 

２ 条例別表第１第１項第２号の規則で定める基準は、次のとおりと

する。 

（１） 当該角地にその底辺の長さが別表第１に規定する斜長寸法 

と等しい二等辺三角形の隅切りを別表第２により確保するこ

と。 

（２） 前号の規定により難いと市長が認めた場合は、市長と協議 

の上、隅切りを確保するものとする。 

３ 条例別表第１第１項第３号の規則で定める基準は、次のとおりと

する。 

（１） 開発区域が接する前面道路の幅員については、開発区域の 

面積の区分及び施設の種別の区分に応じて別表第３に定める

道路の幅員を別表第３の２に定めるところにより確保するこ

と。ただし、自己の居住の用に供する開発事業及び開発区域が

５００平方メートル未満の開発事業については、この限りでな

い。 

（２） 開発区域から車両が２方向以上に有効に分散できる道路に

至るまでの道路については、開発区域の面積の区分及び施設

の種別の区分に応じて別表第４に定める幅員を確保するこ

と。ただし、自己の居住の用に供する開発事業及び開発区域

が５００平方メートル未満の開発事業については、この限り

でない。 

（３） 前２号の規定により難いと市長が認めた場合は、市長と協

議の上、道路の幅員を確保するものとする。 

４ 条例別表第１第１項第４号の規則で定める基準は、次のとおりと

する。 

（１） 歩道状空地を設置すべき開発事業は、次に掲げる施設の建築

を目的とする開発事業で当該開発区域の面積が商業地域にあ

っては５００平方メートル以上、その他の地域にあっては１，

０００平方メートル以上のものとする。 

ア 社会福祉施設 

  イ 医療施設 

  ウ 共同住宅等で計画戸数が１５戸以上のもの 

  エ 学校教育施設その他公的な用途を目的とする施設 

オ 商業施設その他不特定多数の人が利用する施設 

（２） 前号の規定により設置された歩道状空地は、事業者が管理す

るものとする。 

（３） 第１号の規定により難いと市長が認めた場合は、市長と協議

の上、決定するものとする。 

５ 条例別表第１第１項第５号の規則で定める基準は、次のとおりと

する。 

（１） 開発区域内に設置する道路の施設及び附属物は、別に定める

基準により整備するものとする。 

（２） 開発区域が接する道路の施設及び附属物は、別に定める基準

により整備するものとする。 
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 （下水道の整備基準） 

第４６条 条例別表第１第２項第１号の規則で定める基準は、次のと

おりとする。 

（１） 市長が管理する公共下水道の整備基準は、次のとおりとする。 

ア 事業認可区域内における公共下水道、下水道の管きょ及び

公共ます並びに雤水調整施設（以下この号において「公共下

水道施設等」という。）の設計は、別に定める基準により、

雤水及び汚水を有効に排除する能力を備えた規模及び構造

とすること。 

イ 公共下水道供用開始区域内で、その排除方法が分流式の場

合には、開発区域内の雤水及び汚水は、それぞれの公共下水

道施設等で排除すること。 

ウ 開発区域が公共下水道認可未供用区域に該当する場合は、

供用開始後、公共下水道施設等として使用できる構造とする

こと。 

エ 公共下水道区域外において、下水道の管きょ等及び雤水調

整施設の整備は、別に定める基準により、雤水及び汚水を排

除する能力を備えた規模及び構造となるよう努めること。 

オ アからエまでに定める基準により難いと市長が認めた場

合は、市長と協議の上、決定するものとする。 

（２） 市長以外の者が管理する排水設備の整備基準は、次のとおり

とする。 

ア 事業認可区域内の宅内排水設備及び私道排水設備（以下こ

の号において「宅内排水設備等」という。）の整備は、別に

定める基準によること。ただし、当該基準により難いと市長

が認めた場合は、市長と協議の上、決定すること。 

イ 公共下水道供用開始区域内の雤水及び汚水は、それぞれ宅

内排水設備等で排除し、汚水は公共汚水ますに接続し、雤水

は雤水浸透不適地を除き、浸透ます、浸透トレンチ等の浸透

設備で排除した後、公共雤水ます等に接続する構造とするこ

と。 

ウ 開発区域が公共下水道認可未供用区域に該当する場合は、

設置する宅内排水設備等が供用開始後、公共下水道施設の宅

内排水設備として使用できる構造とするよう努めること。 

エ 公共下水道区域外の宅内排水設備及び私道排水設備の整

備は、別に定める基準となるよう努めること。ただし、当該

基準により難いと市長が認めた場合は、市長と協議の上、決

定すること。 

（公園等の整備基準） 

第４７条 条例別表第１第３項第３号の規則で定める基準は、次のと

おりとする。 

（１） 条例第５４条第１項の規定により設置すべき公園等の面積 

及び箇所数は、別表第５のとおりとする。 

（２） 面積の算定に当たっては、斜面地、宅地造成により生じた 

法
のり

面及び狭小かつ不整形な土地を含まないこと。 

（３） 公園の配置は、地形、日照等の条件を勘案し、その周囲が 

２面以上の公道に接すること。ただし、市長がやむを得ないと

認める場合には、この限りでない。 

（４） 公園の敷地内には、公園施設以外の施設等を設置しないこ 

と。 

（５） 条例第５４条第１項ただし書の規定により事業者が公園等を

管理する場合には、市長と当該公園等の管理について協定を締

結すること。 

（６） 前各号の規定は、開発事業が建築物の増築等に該当するとき

は、適用しない。 

（７） 前各号に定めるもののほか、公園等の設置に関し必要な事 

項は、別に定める。 

（消防水利施設等の整備基準） 

第４８条 条例別表第１第４項第１号の規則で定める基準は、次のと

おりとする。 

（１） 消防水利施設の整備基準は、次のとおりとする。 

  ア 次に掲げる開発事業を行う場合には、別に定める基準によ 

り防火水槽又は消火栓を設置すること。ただし、当該開発区域

が市の管理する防火水槽又は消火栓から半径１２０メートル

（近隣商業地域、商業地域、工業地域及び工業専用地域にあっ

ては１００メートル、市街化調整区域にあっては１４０メート

ル）の円の範囲内に包含されるとき（河川、軌道、交通量の多

い道路等により当該範囲が分断されるとき及び起伏が激しく

消防活動に支障があるときを除く。）は、この限りでない。 

   （ア） 開発区域の面積が５００平方メートル以上のもの 

   （イ） 計画戸数が３０戸以上のもの 

  イ 建築物の延べ面積が３，０００平方メートル以上の開発事業

を行う場合は、別に定める基準により防火水槽を設置するこ

と。この場合において、延べ面積が３，０００平方メートル以

上の棟が２以上あるときは、当該棟ごとに防火水槽を設置する

こと。 

  ウ 消防水利施設の設置場所は、開発事業の区域内であって消防

活動車両による消防活動が容易にできる場所とすること。 

  エ 消防水利施設の配置は、開発区域が消防水利施設から半径１

２０メートルの円の範囲内に包含される配置とすること。 

  オ 防火水槽の常時貯水量は、４０立方メートル以上とするこ

と。 

  カ 消火栓の配管口径は、１００ミリメートル以上とすること。 

  キ アからカまでに掲げるもののほか、消防水利施設の設置に関

し必要な事項は、別に定める。 

（２） 消防活動場所の整備基準は、次のとおりとする。 

  ア 地階を除く階数が４以上又は軒の高さが１５メートル以上

の建築物の建築を目的とする開発事業を行う場合は、別に定め

る基準により、はしご付き消防自動車による消防活動が容易に

できる場所（以下この号において「消防活動場所」という。）

を設けること。 

  イ アの規定にかかわらず、当該開発事業を行う周辺の道路、地

形等により消防活動場所を設けることが困難であると市長が

認めるときは、別に定める基準により、これに代わる施設を設

けること。 

（３） 緊急離着陸場の整備基準は、次のとおりとする。 

  ア 次に掲げる建築物の建築を目的とする開発事業を行う場合

は、別に定める基準により、緊急離着陸場を設置すること。 

   （ア） 建築基準法第３４条第２項の規定により非常用昇降 

機の設置を要する建築物 

   （イ） ３次救急医療機関の用途に供する建築物 

  イ アに定めるもののほか、緊急離着陸場の設置に関し必要な事

項は別に定める。 

（農業用施設等の整備基準） 

第４９条 条例別表第１第５項第１号の規則で定める基準は、次のと

おりとする。 

（１） 開発区域が従来、田又は畑であった場合は、農業用暗きょ 

排水管の有無及び位置を調査すること。ただし、開発区域内に

農業用暗きょ排水管が埋設されているときは、別に定める基準

によること。 

（２） 占用物の構造については、事前に協議を行うこと。 

（３） 開発区域が農業用用排水路に接する場合は、別に定める基 

準によること。 

 

（４） 開発事業により発生する危険箇所には、ガードレール、転落

防止柵、視線誘導標等の安全施設を設置すること。この場合に

おいて、当該安全施設の構造等詳細については、別に定める基

準による。 

（５） 開発区域の排水を側溝又は水路等に接続する場合は、別に定

める基準によること。 

（６） 前各号に定めるもののほか、農業用施設等に関し必要な事項

は、別に定める基準による。 

（ごみステーションの整備基準） 

第５０条 条例別表第１第６項第１号の規則で定める基準は、共同住

宅、ワンルーム形式建築物及びこれに準ずる建築物の建築を目的と

する開発事業にあっては１棟につき１箇所以上、戸建住宅の建築を

目的とする開発事業にあっては当該開発事業の規模、敷地等の状況

に応じて、市長と協議の上必要な箇所数のごみステーションを設置

することとする。 

２ 条例別表第１第６項第２号の規則で定める基準は、次のとおりと

する。 

（１） ごみステーションの面積は、ワンルーム形式建築物及びこれ

に準ずる建築物の建築を目的とする開発事業にあっては別表

第６、共同住宅及び戸建住宅の建築を目的とした開発事業にあ

っては別表第７のとおりとする。 

（２） ごみステーションを設置すべき位置は、ごみ収集車両の通行

に十分な幅員を有する道路に接し、安全かつ効率的に収集がで

きる場所とする。 

（３） ごみステーションの構造は、次のとおりとする。 

ア 接道面以外の三方はコンクリート又はコンクリートブロッ

ク造りの外壁で囲み、外壁の高さ及び奥行きは原則として８

０センチメートル以上とすること。 

イ 床はコンクリート打ちとし、水こう配は２％とすること。 

ウ 電柱、配電盤等ごみの収集に関係のない施設を設置しないこ

と。 
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ア 接道面以外の三方はコンクリート又はコンクリートブロッ

ク造りの外壁で囲み、外壁の高さ及び奥行きは原則として８

０センチメートル以上とすること。 

イ 床はコンクリート打ちとし、水こう配は２％とすること。 

ウ 電柱、配電盤等ごみの収集に関係のない施設を設置しないこ

と。 

エ カラス、猫等の動物による被害及び不法排出を防ぐための対

策を講じること。 

（４） 前３号に定めるもののほか、ごみステーションの設置に関し

必要な事項は、別に定める。 

（集会所の整備基準） 

第５１条 条例別表第１第７項第１号の規則で定める基準は、次のと

おりとする。 

（１） 集会所の面積は、０．６平方メートルに当該開発事業の施 

行により建築される共同住宅等の戸数を乗じて得た数値以上

の面積とすること。ただし、当該面積が２００平方メートルを

超える場合には、２００平方メートルとする。 

（２） 集会所を設置すべき位置は利用者の利便性に配慮すること 

とし、エントランスホール等安全に人員を収容できる他の施設

と共用することができることとする。 

（公益施設用地の確保） 

第５２条 条例別表第１第９項第１号の規則で定める基準は、次のと

おりとする 

（１） 保育所の用地は、計画戸数が５００戸以上の開発事業を行う

ときは、別に定める基準により確保すること。 

（２） 幼稚園、小学校、中学校及び公民館の用地は、開発規模が２

０ヘクタール以上の住宅の建築を目的とする開発事業を行 

うときは、別に定める基準により確保すること。 

（３） 消防出張所の用地は、計画戸数が８，０００戸以上の開発事

業又は主として住宅の建築に供する目的で行う面積２０ヘク

タール以上の開発事業を行うときは、別に定める基準により確

保すること。 

２ 前項各号の規定により確保された用地は、市が取得するものとす

る。この場合において、用地の取得に係る費用は、平塚市不動産評

価委員会の評価に基づく評価額とする。 

 

第５章 公共施設及び公益施設以外の整備基準 

 

 （敷地内の緑化基準） 

第５３条 条例別表第２第１項第１号の規則で定める基準は近隣商

業地域及び商業地域にあっては別表第８、その他の用途地域及び市

街化調整区域にあっては別表第９のとおりとし、樹木の種類、植栽

方法等については別に定める基準によるものとする。 

２ 事業者は、前項の規定による基準の適用を受けるときは、あらか

じめ緑化計画書（第２９号様式）に次に掲げる図書を添えて、市長

と協議しなければならない。 

（１） 緑化計画図 

（２） 付近見取図 

３ 事業者は、前項の緑化計画書に基づく緑化が完了したときは、緑

化計画植栽完了報告書（第３０号様式）を市長に提出しなければな

らない。 

４ 第１項の規定により難いと市長が認めた場合は、次に掲げる事項

について協定を締結するものとする。 

（１） 緑化目標及び实施期間に関する事項 

（２） 緑化造成計画に関する事項 

５ 事業者は、前項に規定する協定（次項において「緑化協定」とい

う。）を締結しようとするときは、緑化協議書（第３１号様式）を

市長に提出しなければならない。 

６ 緑化協定を締結した者は、当該緑化協定に定めるところにより、

緑化完了届書（第３２号様式）を市長に提出しなければならない。 

７ 敷地内の緑化について他の法令等の適用を受ける開発事業で、当

該法令等により確保する緑地が第１項の規定による基準をみたし

ているものについては、前各項の規定は適用しない。 

 （駐車場の設置基準） 

第５４条 条例別表第２第３項第１号の規則で定める基準は、次のと

おりとする。 

（１） 共同住宅等の建築を目的とする開発事業にあっては、次のア

からウまでに掲げる区分に応じ、当該アからウまでに定めると

おりとする。 

ア 自動車駐車場 次のとおりとする。 

（ア） 自動車駐車場の基準は、別表第１０のとおりとする。

この場合において、当該開発事業の区域内に同表に規定す

る割合の自動車駐車場を設けることが困難であるときは、

同表の規定により、当該開発事業の区域外にこれを設置す

ることができる。 

（イ） 計画戸数が３００戸以上の開発事業においては、自動

車駐車場から自動車の出入口を２箇所以上設けるものと

する。ただし、これにより難い場合は、市長と協議の上、

出入口を設けるものとする。 

（ウ） 自動車駐車場の駐車ますの寸法及びその配置について

は、別に定める基準による。 

イ 自動二輪車（原動機付自転車を含む。）駐車場 計画戸数が

６戸以上のワンルーム形式建築物の建築を目的とする開発事

業にあっては、計画戸数に１０パーセントの割合を乗じて算

出した数値（当該数値に小数点以下の端数が生じた場合には、

当該端数は切り捨てるものとする。）以上の台数（計画戸数が

１０戸未満の場合は、１台）以上とする。ただし、開発区域

内にアの基準を超える自動車駐車場を設置した場合には、こ

の限りでない。 

ウ 自転車駐輪場 計画戸数以上の台数とする。ただし、ワン

ルーム形式建築物の建築を目的とする開発事業にあっては、

計画戸数から開発区域内に設置する自動車駐車場台数を除い

た数値以上の台数とすることができる。 

（２） 入居者の利用形態等の理由により前号の規定により難いと市

長が認めた場合は、市長と協議して決定する。 

（３） 第１号に規定する用途及び葬祭場以外の開発事業における駐

車場の設置は、別に定める基準による。 

 （文化財の保護区域） 

第５５条 条例別表第２第４項第１号の規則で定める区域は、原則と

して、埋蔵文化財包蔵地の縁辺から１００メートル以内とする。 

 （葬祭場の設置基準） 

第５６条 条例別表第２第５項第２号の規則で定める基準は、次のと

おりとする。 

（１） 自動車駐車場は、１０台分以上設置することとし、葬祭場の

用に供する部分の床面積が５００平方メートル以上のときは、

１０台に５００平方メートルを超える葬祭場の用に供する部

分の床面積が５０平方メートルを増すごとに１台を加えた台

数分以上設置すること。 

（２） 前号に規定する自動車駐車場のうち、尐なくとも１０台分は、

平面駐車場形式又は自走式立体駐車場形式により開発区域内

又は隣接する場所に設置すること。 

（３） 前２号の規定にかかわらず、開発区域の周辺に十分な駐車 

可能台数を有する時間貸し駐車場等会葬者が必要に応じて円

滑に駐車できる駐車施設がある場合は、市長と協議の上駐車場

設置台数を定めることができる。 

（４） 前３号の規定にかかわらず、当該開発事業が葬祭場の増改 

築等に当たるときは、市長と協議の上決定すること。 

 （ワンルーム形式建築物の設置基準） 

第５７条 条例別表第２第６項第１号の規則で定める場合は、敷地面

積又は建築物の規模、形状等により、１区画の専有面積が同号に規

定する１８平方メートルを確保できない場合とする。 

 （ペット霊園の設置基準等） 

第５８条 条例別表第２第７項第２号の規則で定める基準は、次のと

おりとする。 

（１） 施設（火葬施設を除く。）の整備基準は、次のとおりとする。 

  ア 開発区域の面積の２０パーセント以上の緑地を確保するこ

と。この場合において、周辺の環境及び近隣住民に配慮した配

置とすること。 

  イ 施設を利用する者の利便性を考慮して自動車駐車場を設置

すること。 

  ウ 隣地との境界には障壁等を設けること。 

  エ 施設の出入口には門扉を設けること。 

  オ 建築物の屋根、外壁その他外部から望見される施設は、美観

を損なわない色彩及び装飾とすること。 

（２） 火葬施設の整備基準は、次のとおりとする。 

  ア 空気取入口及び煙突の先端部以外に焼却設備内と外気とが

接することなく焼却できる構造であること。 

  イ 燃焼室は、ペットの死がいを焼却することにより発生するガ

ス（以下この号において「燃焼ガス」という。）を十分に抑制

する構造であること。 

  ウ 燃焼ガスの温度を確認するための炉内温度計を設置するこ

と。 

  エ 燃焼ガスの温度を一定に保持するために必要な装置が設け

られていること。この場合において、助燃のための燃料は大気

汚染が発生しない良質なものを使用すること。 

（３） 前２号に定めるもののほか、ペット霊園の設置に関し必要な
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  ウ 燃焼ガスの温度を確認するための炉内温度計を設置するこ

と。 

  エ 燃焼ガスの温度を一定に保持するために必要な装置が設け

られていること。この場合において、助燃のための燃料は大気

汚染が発生しない良質なものを使用すること。 

（３） 前２号に定めるもののほか、ペット霊園の設置に関し必要な

事項は、別に定める基準によるものとする。 

 （その他の整備基準） 

第５９条 条例別表第２第８項第１号の規則で定める措置は、次のと

おりとする。 

（１） 中高層建築物の建築により周辺区域に与えるテレビ放送の 

電波受信について事前に調査し、その結果を市長に報告するこ

と。 

（２） 前号に規定する報告により、著しい受信障害が発生し、又 

は発生するおそれがあると市長が認める場合には、受信障害を

解消し、又は抑制するために必要な措置を講ずること。 

（３） 前号の措置により事業者が施設を設置した場合には、当該 

施設の維持管理に関し関係者と協議し、その結果を遵守するこ

と。 

２ 条例別表第２第８項第２号の規則で定める措置は、次のとおりと

する。 

（１） 市が別に定める商店街等に隣接する区域で行う開発事業にあ

っては、階数（当該区域が接する道路面に設ける階を含む。次

号において同じ。）２以上を商業施設として整備するよう努め

ること。 

（２） 前号に規定する区域以外で行う開発事業にあっては、階数１

以上を商業施設として整備するよう努めること。 

（３） その他必要な協議事項については、別に定める。 

 

第６章 開発事業の基準等 

 

（警察署長との協議を要する開発事業） 

第６０条 条例第５１条の規則で定める開発事業は、次に掲げる開発

事業とする。 

（１） ２０戸以上の共同住宅等の建築を目的とする開発事業 

（２） 店舗の用に供する建築物で延べ面積の合計が１，０００平 

方メートル以上のものの建築を目的とする開発事業 

（開発区域内道路の設置基準） 

第６１条 条例第５３条第３項の規則で定める基準は、次の各号に掲

げる道路の種別に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 

（１） 階段状道路 次のアからウまでのいずれにも該当するものと

する。 

  ア 区画数が４以下で戸建住宅の建築を目的とする開発事業で

あること。 

イ 階段の幅員は４メートル以上、踏面の寸法は３０センチメ

ートル以上、蹴上げの寸法は１５センチメートル以下である

こと。 

ウ 階段の高低差３メートル以内ごとに、踏面１．２メートル

以上の踊り場を設けること。 

（２） 袋路状道路 次のアからエまでのいずれかに該当するものと

する。 

  ア 幅員が６メートル以上であること。 

イ 延長が３５メートル以下であること。 

ウ 延長が３５メートルを超える場合には、当該道路の終端及

び３５メートル以内ごとに自動車の転回広場が設けられてい

ること。ただし、当該道路の延長が３５メートルを超え４１

メートル以下（幅員が５．０メートル以上の道路にあっては、

４６．５メートル以下）である場合には、終端のみとするこ

とができる。 

エ アからウまでに掲げるもののほか、当該開発区域の周囲の状

況を勘案して市長が避難上及び通行上支障がないと認められ

るものであること。 

（３） まがりかど 別表第１及び別表第２のとおりとする。ただし、

道路と道路との交差角が１３５度を超える場合には、この限り

でない。 

（公園等を設置しないことができる場合） 

第６２条 条例第５４条第３項の規則で定める区域内は開発区域か

ら２５０メートル以内（当該公園等と当該開発区域との間に国道、

県道、幅員１０メートル以上の幹道、鉄道、河川又は都市計画道路

がない場合に限る。）とし、同項の規則で定める規模は２，５００

平方メートル以上とする。 

 （敷地面積の最低限度の特例） 

第６３条 条例第５５条ただし書の規則で定める事由及びこれに該

当するときの最低敷地面積は、別表第１１のとおりとする。 

 

   第７章 雑則 

 

 （適用を除外する開発事業） 

第６４条 条例第６３条第４号の規則で定める開発事業は、次に掲げ

る開発事業とする。 

（１） 災害等のため必要な応急措置として行う開発事業 

（２） 建築基準法第８５条第５項に規定する仮設建築物の建築を 

目的とする開発事業 

（３） その他市長が適用の必要がないと認めた開発事業 

（地位の承継の手続） 

第６５条 条例第６４条の規定による届出は、開発事業地位承継届出

書（第３３号様式）により行わなければならない。 

（身分証明書） 

第６６条 条例第６７条第２項に規定する身分を示す証明書は、第３

４号様式とする。 

（公表の方法等） 

第６７条 条例第６８条第１項の規定による公表は、平塚市公告式条

例（昭和２５年条例第２１号）第２条第２項に規定する掲示場に条

例第６５条に規定する勧告又は条例第６６条第１項に規定する命

令に従わない事業者の氏名、住所（法人にあっては、その名称、代

表者の氏名及び主たる事務所の所在地）その他市長が必要と認める

事項を記載した書面を掲示することにより行うとともに、必要に応

じ、その他の方法で市民に周知するものとする。 

（申請書等の提出部数） 

第６８条 条例及びこの規則の規定により市長に提出する書類の部

数は、別に定める。 

（様式の特例） 

第６９条 法令等に規定された様式に記載すべき事項が、第４０条及

び第４１条第１項及び第６５条に規定する様式に記載すべき事項を

満たしていると市長が認めるときは、これらの規定にかかわらず、法

令等に規定された様式によることができる。 

（その他） 

第７０条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

   附 則（平成２０年６月３０日規則第５５号） 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２０年７月１日から施行する。 

 （平塚市開発行為等取扱規則の一部改正） 

２ 平塚市開発行為等取扱規則（平成１３年規則第３３号）の一部を

次のように改正する。 

  第２条を次のように改める。 

 第２条 削除 

 第３条の見出しを「（開発行為の許可申請）」に改め、同条中「法第

３０条第１項に規定する申請書には、」を「法第２９条に規定する

開発行為の許可（以下｢開発許可」という。）を受けようとする者は、

法第３０条第１項に規定する申請書に｣に、「添付し」を「添えて市

長に申請し」に改める。 

  第１号様式を次のように改める。 

 第１号様式 削除 

 （緑化の推進及び緑の保全に関する条例施行規則の一部改正） 

３ 緑化の推進及び緑の保全に関する条例施行規則（昭和５１年規則

第１３号）の一部を次のように改正する。 

  目次中「第２章 事業場等の緑化推進（第９条～第１６条）」を

「第２章 削除」に改める。 

  第１条中「第１２条第１項及び第２項、第１３条、第１６条第１

項並びに第２４条の規定に基づき、条例の施行について」を「の施

行に関し」に改める。 

  第２章を次のように改める。 

    第２章 削除 

 第９条から第１６条まで 削除 

 第１号様式から第３号様式までを次のように改める。 

 第１号様式から第３号様式まで 削除 

 

   附 則（平成２１年２月６日規則第２号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規定により作

成されている様式書類は、当分の間、必要な調整をして使用するこ
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別表第１（第４５条、第６１条関係） 

 道路幅員により設ける隅切りの斜長寸法 

道路幅

員 

６メー

トル未

満 

６メート

ル以上９

メートル

未満 

９メート

ル以上１

２メート

ル未満 

１２メー

トル以上

１６メー

トル未満 

１６メート

ル以上 

６メー

トル未

満 

３ メ

ー ト

ル

（４．

５ メ

ー ト

ル） 

３ メ ー

ト ル

（４．５ 

メ ー ト

ル） 

３ メ ー

ト ル

（４．５ 

メ ー ト

ル） 

３ メ ー

ト ル

（４．５ 

メ ー ト

ル） 

３メートル

（４．５ 

メートル） 

６メー

トル以

上９メ

ートル

未満 

３ メ

ー ト

ル

（４．

５ メ

ー ト

ル） 

５ メ ー

トル（６

メ ー ト

ル） 

５ メ ー

トル（６

メ ー ト

ル） 

５ メ ー

トル（６

メ ー ト

ル） 

５メートル

（６メート

ル） 

９メー

トル以

上１２

メート

ル未満 

３ メ

ー ト

ル

（４．

５ メ

ー ト

ル） 

５ メ ー

トル（６

メ ー ト

ル） 

５ メ ー

トル 

５ メ ー

トル 

６メートル 

１２メ

ートル

以上１

６メー

トル未

満 

３ メ

ー ト

ル

（４．

５ メ

ー ト

ル） 

５ メ ー

トル（６

メ ー ト

ル） 

５ メ ー

トル 

６ メ ー

トル 

８メートル 

１６メ

ートル

以上 

３ メ

ー ト

ル

（４．

５ メ

ー ト

ル） 

５ メ ー

トル（６

メ ー ト

ル） 

６ メ ー

トル 

８ メ ー

トル 

１０メート

ル 

備考 

１ 開発区域内に設置する道路と前面道路との交差部には両

側に隅切りを設けるものとする。ただし、市長がやむを得な

いと認めた場合には、片側のみとすることができる。 

２ （ ）内は、片隅切りの場合の斜長寸法とする。 

３ ２以上の道路が交差し、又は接続する角地における開発事

業で、道路の交差角が６０度未満の場合には、別に定める基

準により隅切りを設けるものとする。 

４ 交差する２方の道路のうち、１方以上の道路に歩道がある

場合は、交差する道路の幅員にかかわらず、斜長寸法を３メ

ートル以上とする。 

 第１号様式から第３号様式まで 削除 

 

   附 則（平成２１年２月６日規則第２号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規定により作

成されている様式書類は、当分の間、必要な調整をして使用するこ

とができる。 

３ この規則の施行前に提出された平塚市まちづくり条例（平成１９

年条例第２３号）第２７条第１項の開発基本計画書に係る同条例第

２８条第１項前段に規定する開発事業計画板については、この規則

による改正後の第１７号様式にかかわらず、なお従前の例による。 

 

   附 則（平成２２年１２月２８日規則第５３号） 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２３年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後の平塚市まちづくり条例施行規則第４条

第５号、第２７条第１項第１号エ及び第２項、第４５条第３項第１

号、第４８条第１号ア及び第２号ア、第５４条第１号ア、別表第２、

別表第３、別表第４並びに別表第１０の規定は、この規則の施行の

日以後に平塚市まちづくり条例の一部を改正する条例（平成２２年

条例第２３号。以下「一部改正条例」という。）による改正後の平

塚市まちづくり条例（平成１９年条例第２３号）第３１条第１項の

規定により提出された開発事業事前協議書（同条例第２５条第１項

第１号又は第２号に規定する開発事業にあっては、同条例第２７条

第１項の規定により提出された開発基本計画書）に係る開発事業に

ついて適用し、同日前に一部改正条例による改正前の平塚市まちづ

くり条例第３１条第１項の規定により提出された開発事業事前協

議書（同条例第２５条第１項第１号又は第２号に規定する開発事業

にあっては、同条例第２７条第１項の規定により提出された開発基

本計画書）に係る開発事業については、なお従前の例による。 

３ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規定により作

成されている様式書類は、当分の間、必要な調整をして使用するこ

とができる。 
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別表第２（第４５条、第６１条関係） 

 隅切りを設ける場合の土地の提供及び維持管理 

開発区

域が接

する道

路の管

理者 

開発事業の目的

及び規模 

土地の提供 維持管理 

市 自己の居住の用

に供する開発事

業又は開発区域

の面積が５００

平方メートル未

満の開発事業 

市への有償

による譲渡 

市が管理 

開発区域の面積

が５００平方メ

ートル以上の開

発事業で自己の

居住の用に供し

ないもの 

市への無償

による譲渡 

市が管理 

市 以 外

の者 

すべての開発事

業 

開発区域が

接する道路

の管理者と

協議の上、決

定する。 

開発区域が

接する道路

の管理者と

協議の上、決

定する。 

 

別表第３（第４５条関係） 

 開発区域が接する前面道路の幅員 

施設の 

種別 

開発 

区域の 

面積 

戸建

住宅 

住 居

系 小

規 模

建 築

物 

そ の

他 の

住 居

系 建

築物 

高齢

者向

け福

祉施

設 

非住

居系

施設 

５００平

方メート

ル以上１，

０００平

方メート

ル未満 

４．５

メ ー

トル 

４．５

メ ー

トル 

６．０

メ ー

トル 

６．０

メ ー

トル 

６．０

メ ー

トル 

１，０００

平方メー

トル以上

３，０００

平方メー

トル未満 

４．５

メ ー

トル 

６．０

メ ー

トル 

６．０

メ ー

トル 

６．０

メ ー

トル 

６．０

メ ー

トル 

３，０００

平方メー

トル以上

１０，００

０平方メ

ートル未

満 

６．０

メ ー

トル 

６．０

メ ー

トル 

６．０

メ ー

トル 

６．０

メ ー

トル 

９．０

メ ー

トル 

１０，００

０平方メ

ートル以

上（開発行

為以外の

開発事業

に限る。） 

６．０

メ ー

トル 

６．０

メ ー

トル 

６．０

メ ー

トル 

６．０

メ ー

トル 

９．０

メ ー

トル 

 

 

備考 

１ 住居系小規模建築物とは、建築物の高さが１０メートル未

満で、かつ、次の各号のいずれかに該当する住居の用に供す

る部分を有する建築物（高齢者向け福祉施設を除く。）をい

う。 

 （１） 開発区域の面積を条例第５５条に規定する最低敷地

面積で除した数値以下の戸数の建築物 

 （２） 延べ面積が５００平方メートル未満の建築物 

２ その他の住居系建築物とは、戸建住宅及び住居系小規模建

築物以外の居住の用に供する部分を有する建築物（高齢者向

け福祉施設を除く。）をいう。 

３ 高齢者向け福祉施設とは、老人福祉法（昭和３８年法律第

１３３号）に規定する老人デイサービスセンター、老人短期

入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人

ホーム及び有料老人ホーム並びに介護保険法（平成９年法律

第１２３号）に規定する介護老人保健施設及び認知症対応型

共同生活介護の事業を行う施設をいう。 

４ 道路法（昭和２７年法律第１８０号）に規定する道路区域

がこの表の規定による道路後退線より開発区域側に設けら

れる場合には、道路区域を優先する。 

５ 自己の居住の用に供する目的で行う開発事業及び開発区

域が５００平方メートル未満の開発事業で前面道路の幅員

が４．０メートル未満のものについては、別に定める基準に

より協議するものとする。 

 

別表３の２（第４５条関係） 

 道路拡幅部分の土地の提供及び維持管理 

開発区域が

接する道路

の管理者 

土地の提供 維持管理 

市 市への無償による譲渡 市が管理 

市以外の者 開発区域が接する道路

の管理者と協議の上、

決定する。 

開発区域が接する

道路の管理者と協

議の上、決定する。 
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別表第４（第４５条関係） 

 開発区域から車両が２方向以上に有効に分散できる道路に至るま

での道路の幅員 

施設の 

種別 

開発 

区域の 

面積 

戸建

住宅 

住 居

系 小

規 模

建 築

物 

そ の

他 の

住 居

系 建

築物 

高齢

者向

け福

祉施

設 

非住

居系

施設 

５００平

方メート

ル以上１，

０００平

方メート

ル未満 

２．７

メ ー

トル 

４．０

メ ー

トル 

４．０

メ ー

トル 

４．５

メ ー

トル 

５．０

メ ー

トル 

１，０００

平方メー

トル以上

３，０００

平方メー

トル未満 

４．０

メ ー

トル 

４．０

メ ー

トル 

５．０

メ ー

トル 

４．５

メ ー

トル 

６．０

メ ー

トル 

３，０００

平方メー

トル以上

１０，００

０平方メ

ートル未

満 

４．０

メ ー

トル 

５．０

メ ー

トル 

６．０

メ ー

トル 

６．０

メ ー

トル 

６．０

メ ー

トル 

１０，００

０平方メ

ートル以

上（開発行

為以外の

開発事業

に限る。） 

６．０

メ ー

トル 

６．０

メ ー

トル 

６．０

メ ー

トル 

６．０

メ ー

トル 

９．０

メ ー

トル 

 

別表第５（第４７条関係） 

 公園等の面積及び箇所数 

条例第５４条第１項各

号に規定する割合に応

じて算出した公園等の

面積 

１箇所当たりの最

低面積 

設置箇所数 

１，０００平方メート

ル未満 
― ２箇所以内 

１，０００平方メート

ル以上３，０００平方

メートル未満 

５００平方メート

ル ２箇所以内 

３，０００平方メート

ル以上１０，０００平

方メートル未満 

１，０００平方メ

ートル ３箇所以内 

１０，０００平方メー

トル以上 

２，５００平方メ

ートル 

別途協議の上定め

る。 

 

別表第６（第５０条関係） 

ワンルーム形式建築物及びこれに準ずる建築物の建築を目的とす

る開発事業におけるごみステーションの設置面積 

燃せるごみ 燃せないごみ・資源再生物 

計画戸数 必要面積 計画戸数 必要面積 

１２戸以下 １．０平方メー

トル 

２９戸以下 ２．１平方メー

トル 

３０戸以上

６９戸以下 

３．５平方メー

トル 

１３戸以上 ０．０８平方メ

ートル×戸数 

７０戸以上 ３．５平方メー

トルに７０戸を

超える戸数×

０．０４平方メ

ートルを加えた

面積 

 備考 面積は、有効面積で確保すること。 

 

別表第７（第５０条関係） 

共同住宅及び戸建住宅の建築を目的とした開発事業におけるごみ

ステーションの設置面積 

燃せるごみ 燃せないごみ・資源再生物 

計画戸数 必要面積 計画戸数 必要面積 

９戸以下 １．６平方メー

トル 

２９戸以下 ３．５平方メー

トル 

  ３０戸以上

４９戸以下 

４．８平方メー

トル 

１０戸以上 ０．１６平方メ

ートル×戸数 

５０戸以上 ４．８平方メー

トルに５０戸を

超える戸数×

０．０９平方メ

ートルを加えた

面積 

 備考 面積は、有効面積で確保すること。 
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別表第１０（第５４条関係） 

 共同住宅等に設置すべき自動車駐車場の基準 

予定建 

築物 

区域 

共同住宅等（ワンルー

ム形式建築物を除く。） 

ワンルーム形式建築物 

市

街

化

区

域 

第一種低

層住居専

用地域及

び第二種

低層住居

専用地域 

計画戸数に７０パーセ

ントの割合を乗じて算

出した数値以上の台数

とし、開発区域内に設

ける自動車駐車場は計

画戸数の５０パーセン

ト以上とする。 

計画戸数に５０パーセ

ントの割合を乗じて算

出した数値以上の台数

とし、開発区域内に 

設ける自動車駐車場は

計画戸数の３０パーセ

ント以上とする。 

近隣商業

地域 

計画戸数に５０パーセ

ントの割合を乗じて算

出した数値以上の台数

とし、開発区域内に設

ける自動車駐車場は計

画戸数の３５パーセン

ト以上とする。 

計画戸数に３０パーセ

ントの割合を乗じて算

出した数値以上の台数

とし、開発区域内に設

ける自動車駐車場は計

画戸数の１５パーセン

ト以上とする。 

商業地域 計画戸数に４０パーセ

ントの割合を乗じて算

出した数値以上の台数

とし、開発区域内に設

ける自動車駐車場は計

画戸数の３０パーセン

ト以上とする。ただし、

平塚市違法駐車等の防

止に関する条例（平成８

年条例第４号）第６条に

規定する違法駐車等防

止重点地域及び計画戸

数が１００戸以上の

共同住宅については

計画戸数に５０パー

セントの割合を乗じて

算出した数値以上の台

数とし、開発区域内に

設ける自動車駐車場は

計画戸数の３５パーセ

ント以上とする。 

計画戸数に３０パーセ

ントの割合を乗じて算

出した数値以上の台数

とし、開発区域内に設

ける自動車駐車場は計

画戸数の１５パーセン

ト以上とする。 

その他の

用途地域 

 

計画戸数に６０パーセ

ントの割合を乗じて算

出した数値以上の台数

とし、開発区域内に 

設ける自動車駐車場は

計画戸数の４０パーセ

ント以上とする。 

計画戸数に４０パーセ

ントの割合を乗じて算

出した数値以上の台数

とし、開発区域内に 

設ける自動車駐車場は

計画戸数の２０パーセ

ント以上とする。 

市街化調整区

域 

計画戸数に１００パー

セントの割合を乗じて

算出した数値以上の台

数とする。 

計画戸数に１００パー

セントの割合を乗じて

算出した数値以上の台

数とする。 

 備考 

  １ 自動車駐車場を設置すべき台数を算出するに当たり、小数点

以下の端数が生じた場合には、当該端数は、切り捨てるものと

する。 

  ２ 開発区域が設置台数の異なる区域にわたる場合には、当該区

域ごとに算出した台数に、当該開発区域でそれぞれの区域が占

める割合を乗じて得た数値の和以上を設置すべき台数とする。 

  ３ この表の規定にかかわらず、市街化区域内のワンルーム形式

建築物の建築を目的とする開発事業で開発区域の面積が５０

０平方メートル未満のものにあっては、別に定める基準により

自動車駐車場を設置するものとする。 

 

別表第８（第５３条関係） 

 近隣商業地域及び商業地域における緑化率 

施設の

種別 

 

 

 

開発区域 

の面積 

新設の

事業場 

既設の事

業場 

共同住

宅等 

戸建住

宅の建

築を目

的とし

た開発

事業 

その他

の開発

事業 

５００平方

メートル以

上１，０００

平方メート

ル未満 

３パー

セン 

ト以上 

できるだ

け多くの

緑地を確

保するこ

と。 

３パー

セン 

ト以上 

できる

だけ多

くの緑

地を確

保する

こと。 

できる

だけ多

くの緑

地を確

保する

こと。 １，０００

平方メート

ル以上３，

０００平方

メートル未

満 

５パー

セント

以上 

３，０００

平方メート

ル以上 

１０パ

ーセン

ト以上 

 備考 

１ 事業場とは、工場、事務所、店舗、倉庫その他これらに準ず

る建築物をいう。 

２ 開発区域の面積が５００平方メートル未満の開発事業につ

いては、この表中５００平方メートル以上１，０００平方メー

トル未満の開発区域の面積の区分に応じた施設の種別による

緑化率に準じて、できるだけ多くの緑地を確保すること。 

  ３ ペット霊園の整備を目的とした開発事業については、この表

の規定は適用しない。 

 

別表第９（第５３条関係） 

 近隣商業地域及び商業地域以外の用途地域並びに市街化調整区域

における緑化率 

施設の

種別 

 

 

開発区域 

の面積 

新設の

事業場 

既設の事

業場 

共同住

宅等 

戸建住

宅の建

築を目

的とし

た開発

事業 

その他

の開発

事業 

５００平方

メートル以

上１，００

０平 

方メートル

未満 

１０パ

ーセン

ト以上 

１０パー

セント以

上 

１０パ

ーセン

ト以上 

できる

だけ多

くの緑

地を確

保する

こと。 

１０パ

ーセン

ト以上 

１，０００

平方メート

ル以上３，

０００平方

メートル未

満 

１５パ

ーセン

ト以上 

１５パ

ーセン

ト以上 

５パー

セント

以上 

３，０００

平方メート

ル以上 

２０パ

ーセン

ト以上 

２０パ

ーセン

ト以上 

１０パ

ーセン

ト以上 

 備考 

１ 事業場とは、工場、事務所、店舗、倉庫その他これらに準ず

る建築物をいう。 

２ 開発区域の面積が５００平方メートル未満の開発事業を行

うときは、この表中５００平方メートル以上１，０００平方メ

ートル未満の開発区域の面積の区分に応じた施設の種別によ

る緑化率に準じて、できるだけ多くの緑地を確保すること。 

  ３ ペット霊園の整備を目的とした開発事業については、この表

の規定は適用しない。 
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別表第１１（第６３条関係） 

 敷地面積の最低限度の特例 

区域 形態 最低敷地面積 

市 街

化 区

域 

敷地の形状が著しく変形している場合 

１００平方メ

ートル 

良好な公共施設及び公益施設の配置の

配慮により最低敷地面積が確保できな

い区画の場合 

既存樹木、樹林の保存等の環境への配慮

により最低敷地面積が確保できない区

画の場合 

区画の最低敷地面積による単なる分割

で端数処理となる区画の場合 

市 街

化 調

整 区

域 

市街化調整区域に関する都市計画の決

定の日以後に土地の分割、統合又は分割

統合が行われておらず、かつ、自己の居

住の用に供する住宅の建築にかかるも

ので１５０平方メートル未満の場合 

既存の敷地面

積 

備考 市街化調整区域に関する都市計画の決定の日とは、都市計画区

域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため

市街化区域と市街化調整区域との区分が定められた昭和４５年

６月１０日又は当該都市計画の変更により新たに市街化調整区

域となった日をいう。 
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開 発 事 業 に 関 す る 関 係 窓 口 一 覧 表 
（平塚市 電話0463-23-1111・35-1111） 

担 当 課 名 所 管 事 務 内 容 場  所 

□ 開 発 指 導 課 

平塚市まちづくり条例について 

開発事前相談・都市計画法に基づく開発許可申請 

市街化調整区域内の建築について 

開発登録簿の閲覧又は写しの交付について 

優良宅地の認定等について 

国土利用計画法に基づく届出窓口 

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出窓口 

地価公示・地価調査の閲覧窓口 
東附属庁舎－２Ｆ 

□ 建 築 指 導 課 

建築基準法に基づく建築確認申請及び許可申請 

みんなのバリアフリー街づくり条例・バリアフリー法・省エネ法 

建設リサイクル法・マンション建替円滑化法について 

道路相談・道路位置指定の相談及び申請 

建築協定制度の認可・優良住宅の認定等について 

地区計画の届出について 

□ 協 働 推 進 課 集会所の設置について 自治会の加入について 

□ 農 業 委 員 会 農地転用の届出又は許可 

□ まちづくり政策課 

都市計画全般について（用途地域、高度地区、地区計画等） 

平塚市景観条例について 

都市計画施設・用途地域の位置確認 

風致地区内・都市計画施設区域内の許可申請 

路外駐車場・屋外広告物表示等の許可について 

本 庁 舎－４Ｆ □ まちづくり事業課 

土地区画整理事業施行地区内建築行為等許可申請 

土地区画整理事業促進区域内建築行為等許可申請 

中心市街地まちづくり計画での「まちかどゲート5・8、サブゲート(2)」

に関する建築について 

□みどり公園・水辺課 公園全般について 開発区域内緑化について 

□ 環 境 保 全 課 

騒音規制法・振動規制法について 

神奈川県生活環境の保全等に関する条例について 

土壌汚染対策法・大気汚染防止法・水質汚濁防止法について 

□ 環 境 政 策 課 平塚市埋立て等の規制に関する条例について 

□ く ら し 安 全 課 
自転車駐輪場の附置義務条例について 

防犯灯の設置について 
西附属庁舎－２Ｆ 

□ 産 業 振 興 課 
工業地域における共同住宅について 

工場立地法について 

□ 福 祉 総 務 課 みんなのバリアフリー街づくり条例について 南附属庁舎－２Ｆ 

□ 土 木 調 整 課 

下水道施設の占用、掘削等の許認可指導に関すること 

下水道施設の自費工事の承認に関すること 

開発事業に係る下水道施設の指導調整並びに受付 

道路側溝の接続許可申請・道路自費工事申請 

境界確定図、下水道台帳の閲覧 

新  館－３Ｆ 

□ 道 路 整 備 課 新設道路の構造協議・隅切りについて 

□ 土 木 総 務 課 

公共下水道の使用料及び受益者負担金について 

公共下水道の区域外流入及び宅内排水設備の協議 

建築行為に係る狭あい道路整備要綱について 

道路用地の帰属について 新  館－２Ｆ 

□ 土 木 補 修 課 道路の改修・公共下水道施設の改修について 交通安全施設について 

□ 下 水 道 整 備 課 公共下水道事業計画区域について 

□ 環 境 業 務 課 ごみ処理及びごみ置場の設置について 

□ 予 防 課 消防同意の協議 消防法・平塚市火災予防条例について 

消防庁舎－２Ｆ 
□ 消 防 救 急 課 消防水利及びはしご車の着ていについて 消防用無線について 

□ 防 災 危 機 管 理 課 
急傾斜地崩壊、土石流危険渓流等の危険区域について 

防災行政用無線（固定局）について 

□ 社 会 教 育 課 埋蔵文化財について 
豊原分庁舎１号館 

□ 学 務 課 通学路の安全確保について 

□ 商 業 観 光 課 
商業地域における共同住宅について 

旅館・ホテル等の建築について 豊原分庁舎２号館 

□ 農 水 産 課 農道及び農業用水路の接続及び自費工事等について 
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《 関 係 機 関 問 い 合 わ せ 先 一 覧 表 》 

問 い 合 わ せ 事 項 問 い 合 わ せ 先 電  話 

国道(１号)に関すること 
◇国土交通省横浜国道事務所小田原出張所 

〒256-0812小田原市国府津二丁目12番11号 

046－547－

2163 

相模川に関すること 

神川橋から下流について 

◇国土交通省京浜河川事務所相模出張所 

〒254-0023平塚市中堂246－2 

0463－21－

3713 

神川橋から上流について 

◇神奈川県厚木土木事務所 

〒243-0016 神奈川県厚木市田村町2番28号 

046－223－

1711 

県道及び国道（129号、134号)に関すること 

２級河川に関すること 

急傾斜地崩壊危険区域内の建築行為について 

＜湘南地域県政総合センター＞ 

〒254-0073平塚市西八幡一丁目3番1号 

神奈川県平塚土木事務所 
0463－22－

2711 

水道に関すること ◇神奈川県企業庁企業局平塚水道営業所 

旅館・ホテル・浴場等の建築に関すること 

浄化槽の設置に関する届出 

◇平塚保健福祉事務所 

〒254-0051平塚市豊原町6番21号 

0463－32－

0130 

風俗営業等取締法に関すること 
◇平塚警察署・公安委員会 

〒254-0073平塚市西八幡一丁目3番2号 0463－31－

0110 
開発事業に係る警察署との協議 ◇平塚警察署・生活安全課 

給電に関すること 

電柱及び空中架線に関すること 

東電送電線下の建築等に関すること 

◇東京電力 平塚支社 

〒254-0047平塚市追分1番4号 

0120－99－

5776 
(神奈川カスタマ

ーセンター) 

ＣＡＴＶに関すること 
◇湘南ケーブルネットワーク 

〒254-0034平塚市宝町3番1号平塚ＭＮビル10階 

0463－22－

1213 

大規模小売店舗立地法に関すること 

◇神奈川県商工労働局産業部商業流通観光課商

業まちづくりグループ 

〒231-8588 横浜市中区日本大通 1番 

045-210-1111 

内線 5608 

《 庁 舎 案 内 図 》 
 


